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（３）消費者基本計画の検証・評価・監視について  
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≪１．開 会≫ 

 

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。  

 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。ただ

いまから第 71 回「消費者委員会」を開催いたします。  

 なお、本日は、所用によりまして、稲継委員、川戸委員、田島委員が御欠席となってお

ります。また、本日は、審議の関係で、 16 時 30 分ごろの終了を予定しておりますので、

お伝えいたします。  

 最初に配付資料の確認につきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。  

○原事務局長 事務局です。消費者委員会第 71 回の議事次第と書いた紙の裏に配付資料

の一覧を掲載しておりますが、資料１といたしまして「貴金属等の訪問買取り関連資料」

ということで、消費者庁から御提出いただいた資料、クリップでとめております。  

 資料２といたしまして、消費者基本計画の検証・評価・監視にかかるヒアリング対象施

策として、本日、予定をしております施策番号 39、 40、４、 13-2、 13-2-2、54、 149、 59

について、こういった施策について今日ヒアリングを行いたいと思っております。  

 それから、資料３以降は、それに関連いたしまして、厚生労働省、経済産業省、消費者

庁、国土交通省、観光庁から提出していただいた資料で、資料の３から資料の９まで準備

をしております。  

 それから、最後に参考資料の１といたしまして、10 月６日に委員間打ち合わせを行って

おりますので、主な打ち合わせの内容について記載をしたものを参考資料としてお配りを

しております。  

 資料としては、準備いたしましたのは、そういったもので、審議の途中で不備なものが

ございましたら、事務局までお申し出いただけたらと思います。  

 それでは、委員長、どうぞ、よろしくお願いいたします。  

 

 

 

≪２．貴金属の訪問買取りについて≫  

 

○河上委員長 それでは、盛りだくさんなものですから、早速入りたいと思います。  

 初めに、貴金属の訪問買取りについてです。最近増加しております、貴金属の訪問買取

りに関するトラブルに関しまして、実態の把握、分析、そして解決のための規制の在り方

を検討するために、消費者庁では、今年の７月から研究会をこれまで開催して、現在、法

的措置についての案を作成の上、パブリックコメントにかけるという段階にあると伺って

おります。  
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 この貴金属等の訪問買取りにかかるトラブルに対する法的措置という案は、特定商取引

法の改正も視野に入れた内容となっていると伺っておりまして、消費者委員会におきまし

ても、前回の委員会において、大阪弁護士会の方から、特定商取引法改正に関する御提言

をいただき、そのヒアリングを行ったという経緯もございます。  

 本日は、消費者庁においでいただいておりますので、そちらの研究会の検討状況につい

てヒアリングを行った上で議論を若干させていただければと思います。よろしくお願いい

たします。  

 それでは、説明をお願いいたします。  

○消費者庁畑野取引対策課長 委員の皆様方におかれましては、初めまして、よろしくお

願いいたします。消費者庁の取引対策課で特定商取引法の担当をしております、私、畑野

と申します。よろしくお願いいたします。では、座ったままで御説明をさせていただきま

す。  

 いただいたお時間の中で簡潔にお話をさせていただきたいと思いますけれども、説明の

中で使う資料でございますが、恐らく A3 でポンチ絵風に貴金属等の訪問買取りにかかる

トラブルに対する法的な措置ということで、この概要資料１－１がございます。  

 それから、今、委員長の方からお話をいただきました法的措置の案でございますけれど

も、資料１－２「貴金属等の訪問買取りにかかるトラブルに対する法的措置について（案）」

ということで、先月の年月の入りました消費者庁クレジットのペーパーがございます。こ

の２つを利用しながらお話をさせていただきたいと思っております。  

 まず、本件につきまして、検討の経緯でございますけれども、これは第１次消費者委員

会の体制のときに何回か御議論があったやに聞いておりますけれども、昨年の 12 月に国

民生活センターさんの方でかなり詳細かつ内容のあるレポートで、この貴金属等の訪問買

取りについてのトラブルが急増しているといったようなお話を提言していただきました。  

 その提言を更に受ける形と言ってよろしいかと思いますけれども、このポンチ絵風の資

料１－１の冒頭にございますように、３月に、いわゆる行政刷新会議の方でも、これにつ

いて議論しようということで取り上げられまして、翌月の閣議決定の中で貴金属等の買取

り業者による強引な訪問買取り、これについては、法的な措置も含めて消費者庁を中心に

して検討しろと、こういったような閣議決定がされたわけでございます。  

 それを受けまして、若干の準備の期間をいただきました後に、委員長の方から御紹介い

ただきましたとおりでございまして、本年の７月から消費者庁長官の私的の研究会という

位置づけで研究会を発足させていただきまして、現在のところ４回、具体的にどういった

トラブルがあるのか、それに向けては、どういう処方箋が必要なのかということを中心に

して議論をいただいていると、こういうことでございます。  

 幾つか訪問買取りにつきましてのトラブル、数字も含めまして簡単に御紹介させていた

だきたいと思います。  

 まず、同じ資料１－１、このポンチ絵風の資料の中で御説明ができますのは、このトラ
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ブルが急増しているという点でございます。真ん中のところの左側に相談件数、国民生活

センターの PIO の件数が載っております。  

 平成 21 年度 137 件、22 年度が 2,367 件、まさに１年間で 100 件程度のトラブルだった

のが、１か月で 100 件程度のトラブルになっているということで、22 年度、恐るべき勢い

でこのトラブルが増えている傾向が見られるということでございます。  

 今年度におきましても、上半期で既に 1,700 件ということでございますから、単純に倍

にすると、約 3,500 件ということで、昨年度を上回る見込み。  

 具体的にどういうトラブルなのか、事例の１、事例の２、これは冒頭申し上げました国

民生活センターさんの方で昨年の 12 月に発表された資料の抜粋でございます。  

 着物の買取りということで電話を受けて買い取り業者が自宅を訪問してきたと。ところ

が、着物ではなくて貴金属はないかという形で強引な買取りにあったといったような例。  

 事例の２でございますけれども、一度売り渡しをしたんだけれども、後で考え直してそ

れを取り戻したいとうふうに思った消費者の方が業者に連絡をしたところ、解約は受付け

られない、その旨については、きちんと書面にも書いてあると、こういったようなことを

言われて、その取り戻しに失敗をしてしまったと、こういったような例が見えるところで

ございます。  

 ここで、レポートの方を少しごらんいただきたいと思うわけでございますけれども、こ

のような国民生活センターさんの事例なども踏まえながら、レポートの４ページ以降でご

ざいますけれども、この夏を中心にして、私どもの課のスタッフの方で、より詳細な PIO

の分析をしてみろということで、幾つかのデータを拾い上げました。  

 まず、４ページのところをポイントだけ拾って申し上げますと、俗に貴金属等の訪問買

取りというふうに言われているけれども、本当に貴金属だけなのかといったところをもう

一回調べてみました。やはり貴金属が多いということでございます。  

 今の例のように、衣類、要するに着物で釣って、本命は貴金属と、ちょっと言葉があれ

で恐縮ですけれども、そういったようなものもございますので、PIO 相談カードの中には、

衣類といったようなものもあったということなんでございますけれども、どうやら本命は

貴金属、それに当面はターゲットを絞ってよさそうだということでございます。  

 ちなみに貴金属でございますけれども、国民生活センターさんの方では、４ページの下

の表にございますように、例えば宝飾品であるとか、眼鏡、時計、金歯、金貨、それから

古銭、金杯、銀食器、こういったようなものを一応貴金属というくくりの中でとらえてい

るということでございますが、今、貴金属の方でトラブルがあるということでございます。  

 １枚めくっていただきます。今、委員長の方から冒頭に御紹介がございましたように、

特定商取引法で訪問販売という商売の類型については、さまざまな規制があるということ

でございますから、当然、そういったものを念頭に置いて、どういったようなトラブルが

あるのかといったようなことを探るのが、この問題を見るには、一番よろしいのではない

かということで、PIO の相談件数約 2,500 件くらいのものを全部めくってみました。  
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 例えば、その中で事業者名のところを見ていただきますと、PIO の相談カードから事業

所名は名乗ったと伺えているのが、約 2,500 件中の 300 件弱と、言わなかったというふう

にはっきりと消費者の方が記憶しているといったようなものが約 1,000 件、不明示という

のが言わなかったということです。  

 それから、不明の 1,062 件、これは言ったか、言わなかったか、よく記憶がありません

というものでございます。言ったか、言わなかったかよくわからない、ないしは言った覚

えがないといったようなものを加えますと、 1,062 足す 1,165、約 2,300 件程度だという

ことで、少し広めに取れば、約 75％の事業者は、自分の名前を名乗らずに勧誘に入ったと、

こういったようにこの表は見ていただければと思います。  

 同様に勧誘目的を告げたかどうか、商品の名前を言ったかどうか、こういったことにつ

いても、そこに書いてあるような数字、少なからぬトラブルがあるといったようなことが

分析の結果、わかってきたわけでございます。  

 以下、６ページのところで、もう少しトラブルの中身、それは当然、その訪問販売にお

けますところの再勧誘を念頭に置きながら、どういったようなトラブルが見られるのか、

同様に迷惑な行為、威迫するような行為、そういったような頭を持ちながら PIO の分析を

進めていた結果、ここに書いてあるような数字が浮かび上がってきたということでありま

して、やはり訪問買取りというような世界においても、訪問販売と同様のトラブル、これ

が現に発生しているのではないかというところまで実態分析でわかってきたわけでござい

ます。  

 しからばというところでございますけれども、大変恐縮でございますけれども、またポ

ンチ絵の方に戻っていただきまして、言わずもがなでございますが、今、こうしたような

トラブルについて、直接アクセスできる法律があるかということでございますけれども、

全くないというわけではありませんが、これは、規制の仕分けのヒアリングの際にも指摘

があったとおりでございますけれども、今、申し上げました特定商取引法、ある意味、残

念ながら訪問販売といったところが法律の視野でございまして、こういった訪問の買取り、

消費者の方が商品を提供して、それに見合うお金を買取業者の方が支払うといったような

商売の類型については、規制に、今のところ置いていないという点。  

 それから、恐らくこの後の議論にも関わってくるかと思いますけれども、古物営業法と

いう法律、これは警察庁さんの所管で、各都道府県の公安委員会の方で所管をしている法

律でございますけれども、比較的この買取りのビジネスを行っている事業者は、この古物

営業法に基づく古物商の許可を得て、こういったような商売を一方では行っているという

ことでございます。この古物営業法によるアプローチが可能かどうか。この法律は、盗品

等の売買の防止といったようなところを目的としているということで、取引についての直

接的な規定を念頭に置いた法律ではないということで、やはりその規制においては、さま

ざまな限界がある、要すれば、現行制度では、なかなかアクセスができないと、こういっ

たところまで改めて確認をさせていただいて、しからば、どういったような処方箋が必要
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なのかといったような点について、先月提案を出させていただいて、今、研究会の委員の

方も勿論含めてでございますけれども、パブリックコメントにかけさせていただいている

ということでございます。  

 具体的にどういった規制が必要なのか、行ったり来たりで恐縮でございますけれども、

また、レポートの方に戻っていただきたいと思います。  

 レポートの方の 11 ページ以降をごらんいただけますでしょうか。そこに４として、貴

金属等の訪問買取りにかかる法的措置を検討するに当たっての論点整理と、こういった表

題とのチャプターがございます。  

 大きく３つに分けてございます。まずは、対象標品をどうするか。特定商取引法におき

ましては、もう委員の皆様方も御案内かと思いますけれども、かつては指定商品、指定役

務ということで、法令のレベルで申し上げますと、政令で指定をして、それに対して規制

をかけていくと、こういったようなやり方でやっておったわけでございますけれども、こ

れにつきましては、一昨年 12 月よりポジティブリストを転換いたしまして、原則すべて

の商品あるいは役務が特定商取引法の網にかかると、こういったような建て付けに変換し

たわけでございます。そういったものを念頭に置きながら、この訪問買取りについては、

どういうふうに考えるか。  

 後で戻ることにして、先に構成だけ申し上げますと、それから（２）としては、いわゆ

る行為規制、これは、この行為規制に違反した場合の行政処分などを念頭に置いた事業者

に対する一定のルールの当てはめということでございますが、今日は、お時間もないかと

思いますので、後でまた、例示的に一方でお話をさせていただきたいと思います。  

 また、元に戻ることとして、もう一二枚開けていただきまして、13 ページのところでご

ざいますけれども、実は、この研究会の方でももっとも活発な議論が行われているところ

でございますけれども、先ほどの問題となっている事例にも出てきましたが、一旦、売り

渡しをしたんだけれども、後で返してほしいと、これは特定商取引法では、これも御案内

のとおり、有名なクーリングオフという規定がございます。この規定を訪問買取りという

商売の類型に当てはめることができるのか、当てはめた場合には、訪問販売と同様でいい

のかといったような論点が、今、検討されておるところでございます。  

 議論中のところでございますので、このレポートが勿論結論というわけではないのです

けれども、11 ページに戻っていただきまして、第１番目の論点、対象商品、先般の研究会

では、貴金属あるいは依頼といったような現行トラブルが発生している商品、こういうと

ころから手を付けて規制措置を考えていくべきではないかといったような御提言をとりあ

えずさせていただきまして、御議論をさせていただきました。  

 （２）行為規制でございますけれども、これは、もう一目瞭然であると思いますけれど

も、特定商取引法の訪問販売において、今、事業者さんに課しているルール、これが訪問

買取りの場面においても適用可能かどうかというような観点から、①から⑦まで並べてあ

ります。  
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 先ほど少し申し上げました、事業者名、勧誘目的等については、これが明示されていな

い段階で、現在、買取業者が自宅を訪問する、そこからトラブルが発生すると、着物なの

に実は貴金属、こういったようなトラブルを回避するためには、やはり①にございますよ

うな勧誘目的、これをしっかりと告げるといったようなことをルール化する必要があるの

ではないかということでございます。  

 以下、同様でございますので、一つひとつの説明は、とりあえず、私の冒頭の説明から

は外します。  

 13 ページ、訪問買取りにかかる売渡者、すなわち消費者によるクーリングオフでござい

ますけれども、これは、今、クーリングオフという制度を訪問買取りにもやはり適用する

べきではないかといったようなことを前提にしながら、訪問販売とどういうところに差が

あるのかを冷静に見極めた上で、どういう設計が必要かといったようなことについて、今、

議論をしていただいているところでございます。  

 訪問買取りと訪問販売のところで、最も違うなと感じておりますのは、もう一枚おめく

りいただきまして、14 ページのところ、そこの３行目からでございますけれども、少し読

ませていただきます。  

 現行の貴金属の買取りに係る商慣行においては、買取業者は、売渡者（消費者）から商

品を買取った後、速やかにこれらの貴金属を、より上流、要するに少し規模の大きいとい

うことでございますけれども、買取業者あるいはその金を溶かす洗練業者、これに転売を

しています。  

 これは、この研究会の第３回目なんでございますけれども、田中貴金属株式会社さんで

ありますとか、ネットジャパンさんといったような、まさに買取りビジネスを行っている

比較的規模の大きい事業者さんにヒアリングをいたしまして、こういったようなことがわ

かってきたわけでございますけれども、すぐに転売をいたします。なので、仮にクーリン

グオフ期間中、売渡者（消費者）によるクーリングオフの行使に備えるということで、こ

ういったような買取業者に対して、その期間はしっかりとそのものを持っていなさいとい

ったような転売規制、こういったものをかけるのが現実的かというと、結論から申し上げ

れば、なかなかそれは現実的ではないのではないかということが一方では突きつけられた

現実だということでございます。  

 それから、売渡者がクーリングオフを行使したとしても、何らかの事情で、その段階で

訪問買取業者の手元からその買い取った商品が第三者に渡っていたと、通常は転売するわ

けでございますけれども、そういたしますと、大切な指輪、大切なネックレス、これが原

状のまま回復するといったようなことは、もはや期待ができない。民法の教えるところで

は、こういった場合には、金銭による回復ということになるわけでございますけれども、

そういたしますと、その際の適切な価格が幾らだったのかといったようなことについて、

これは、立証負担といったようなことを考えると、消費者にそれが課されるというのは、

それは酷ではないかと、こういったようなところが問題としては出てくるのかなと。  
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 それで、研究会の方では、そういったような事情を含めて①、これがある意味、今回の

工夫の最大のポイントではないかと思いますけれども、クーリングオフ中は、しからば、

買取業者の手元に商品が渡るのではなくて、引き続き消費者の手元に置かれると、こうい

ったようなことを制度設計に盛り込むことができないだろうかと、こういったような案を

事務局の方から御提示を申し上げて、議論されたといったようなところでございます。ど

ういった議論があったかということについては、また、質疑応答の中でお話をすることに

なろうかと思います。  

 最後の 15 ページでございますけれども、この訪問買取りについて申し上げますと、こ

れも詳しくは質疑応答の中で紹介をすることになろうかと思いますけれども、いわゆる不

招請勧誘をいっそのこと導入したらどうかといったような意見もございました。  

 それから、若干取引というところを外れるのですけれども、例えば買取業者の素性、信

頼性に不安を感じる。あるいは買取業者から消費者の身分証明書や免許証のコピーを渡す、

これも後で機会があれば、お話をします。こういったようなことで、自分の個人情報が漏

えいしてしまうのではないか。  

 実は、PIO の分析などでは、今、最後に申し上げたこの２点の苦情というのが実際は多

いわけでございますけれども、こういったところにおいても、それなりの対応が必要では

ないかと、こういったような議論がされているということでございます。  

 この研究会は、今、意見募集をしておりまして、それを分析させていただきました後、

11 月中旬ないし、少しずれるかもしれませんけれども、行いまして、中間的なとりまとめ

というような形で、また発表させていただきたいと思っております。  

 ちょっと時間を超過いたしまして、失礼いたしました。  

 以上でございます。  

○河上委員長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見のある方、発

言をお願いします。  

 山口委員、どうぞ。  

○山口委員長代理 御説明ありがとうございました。また、迅速な対処をなさりつつある

ことに敬意を表したいと思います。  

 幾つか御質問なんですが、まず、被害の実態のところで、このデータに出ていないのが、

書面を交付しているのかどうかですね。要するに買取りの業者は、消費者から貴金属を買

い取った場合に、その書面を作成して、そのコピーを必ず渡しているのか、渡していない

のか、それが１つです。  

 それから、法規制の在り方についてでありますが、私は、勿論、個人的な意見なんです

が、消費者契約法ではなく、特定商取引法の一部改正によって、この種の手口の規制がき

ちんとできるようにしたらどうかと思うわけですね。その場合に、幾つか方法があり得る

かと思うんですが、隙間、隙間をねらって次々と新しい手口が出てくることを考えますと、

訪問販売、及び訪問買取りを規制するという形の規制の在り方ではなくて、例えば訪問取



 8

引という形で概念づけして、訪問販売以外の買取りあるいはイラクディナールとかスーダ

ンポンドなどの両替の被害が蔓延しておりますので、指定した業種あるいは行為というこ

とで、訪問販売は勿論なんですが、例えば訪問買取りについても、いわゆる特商法の中で

訪問取引あるいは有償取引、有償契約という形で概念づけして、その中で、特に現在、訪

問買取りが、特に貴金属について問題があるということであれば、それを貴金属の訪問買

取りという形で指定して、柔軟に新しい悪質な手口に対処できるような、そういう枠組み

の規制の仕方があり得ると思うんですが、そこについて議論をなさったのか。  

 11 ページ以下に、行為規制の在り方について書かれていますが、ほとんどが特商法に既

に販売について規制がある規定だと思うわけですね。そうすると、特商法の中にこれを入

れるという規定をおいてあとは政令で指定する形で規定すれば、柔軟に事態に対処できる

と思います。あとは勿論、クーリングオフの特則をつくらなければいけないというところ

はありますが、その改正の在り方について、どのような議論がなされたのか、それもお話

しいただければと思います。  

 以上です。  

○消費者庁畑野取引対策課長 まず、第１点目でございますけれども、データの方を御紹

介させていただきます。  

 まず、結論から申し上げますと、書面の交付をどうやらしていないというケースが圧倒

的に多いのではないかというふうに見ております。  

 先ほど PIO 分析の中で、私のところで約 2,200 件くらい一枚一枚カードをめくりながら

分析をいたしました。  

 その中で、ある意味幸いなるかなと言ってよろしいかと思いますけれども、契約に至ら

なかったといったようなものが、その約３分の１程度あるんです。したがいまして、残り

の３分の２、約 1,600 件くらいについて書面の交付の状況がどうであったかということ、

数字を御紹介いたします。  

 何らかの形で、一応書面らしきもの、これは領収書なども含みますけれども、あったと

いうのが約 350 件。それから、明らかにそのような者はもらわなかったと言っていらっし

ゃる消費者の方が約 250 件、残りは 1,000 件なんですけれども、よくわからない、覚えて

いないということでございました。よく覚えていない、わからないといったようなものと、

それから交付されていないということについて、明確に認識があるといったようなことを

覚えている消費者の数を合わせますと、約 1,250 件ということですから、仮に何らかの形

で契約らしきものに至ったといったようなものを分母に 1,600 件というふうに置きますと、

約７割から８割ぐらいは、わからない、ないしはもらわなかったといったようなことでご

ざいますので、このデータについて言えば、やはり書面の交付が適正な形でされていない

ケースが圧倒的に多いのではないかというふうに問題意識としてはとらえた方がよろしい

かと思います。  

 ２点目の御質問でございますけれども、訪問買取り以外の訪問販売でもない、訪問買取
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りでもないといったようなことについての商取引の類型について、この研究会で検討がさ

れたのかと、こういう御質問だと思いますけれども、それはされておりません。この研究

会におきましては、まさに訪問買取りといった商取引、類型についてどういう規制が必要

だったのかということについて議論をさせていただいております。  

 これまでの研究会、４回ほどしてきたところの感想でございますけれども、やはり規制

措置を講じるということについて申し上げると、今、御紹介を申し上げましたように、こ

ういうふうに聞いていると、あるいはそんなことを聞いたことがあるといったようなこと

ではなくて、やはり原点に当たって、１件、１件、そのデータを見ていく、その中で正確

な立法事実を積み上げていくと、その上でどういう規制が必要なのか。更には、その規制

をどういう法律に落とし込むのかと。やはり一つひとつステップを踏んで検討していく必

要があるのではないかと思います。こういう規制が必要だからということで、そこは軽々

にすぐに法律を変えればいいのではないかといったような議論について言うと、若干私ど

もとしては、違和感を覚えるところがあろうかと思います。  

 それから、一方で、今、山口先生がおっしゃったお話の解決の糸口ということで申し上

げると、これまで私が申し上げてよろしいのかよくわかりませんけれども、消費者安全法

の改正を担って、いわゆる隙間事案について、行政的な措置をどう講じるのかということ

について、たまたまでございますけれども、本日から研究会がスタートしております。  

 今、山口先生がおっしゃったようなケースについても、今、申し上げた消費者安全法の

改正の検討の中でどう処理をするのか、検討がされるやに私聞いておりますので、そうい

った研究会の動きなども併せ見ながら消費者庁としての取組みを検討していくということ

なのかなと考えておりますが、もう一度申し上げますけれども、今、研究会の方で御議論

いただいているのは、この訪問買取りという類型についての議論をいただいているという

ことでございます。  

○河上委員長 ほかには、いかがでしょうか。  

 夏目委員、どうぞ。  

○夏目委員 御説明ありがとうございます。14 ページのところで、クーリングオフの設計

のところに、買取り対象商品が消費者の手元に置かれることを可能とする制度設計ができ

ないか御議論いただいたということですけれども、こういうことが可能になるのでしょう

か。すみません、私、よく法律的にわからないので、クーリングオフの制度を導入するこ

とで、大変、今、インパクトを与えていると思うんですけれども、更に進んで、こういっ

た新しい制度設計のところをどんな御議論をされたか、お話しいただければありがたいと

思います。  

○消費者庁畑野取引対策課長 それでは、お答え申し上げます。①番でございますけれど

も、手元に置かれるようなことを可能とする制度設計ができないか、こういう問題の投げ

かけをさせていただきまして、９月 30 日だったんですけれども、研究会の方で議論がご

ざいました。  
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 その中で、これは研究会に出ておられる民法系、ないしは民法に強い先生あるいは弁護

士の方から、例えば買取業者にたいしてこういう規制をかけることができないかどうか。

要するに消費者に対して、指輪を引き渡せといったようなことを請求してはいけない。そ

うすると、消費者の方は請求されることが、法律の規定をきちんと買取業者が守ればない

わけですから、引き続きこの指輪を自分の手元に置かれる確率が高まるわけでございます

けれども、例えばそういったような規制、規定を行政規定的に設けると、こういったよう

なことは考えられないのだろうかといったような意見がございました。別に消費者庁の方

でそういったことをお話し申し上げたことではないんですけれども、そういったような提

案が研究会の委員の方からは出されました。  

 この研究会の方には、行政法の専門の先生、若手の先生も御参画をいただいております

けれども、その範囲において、その先生から、いや、そんなことはできないといったよう

な発言はございませんでした。  

 これが、今、申し上げたような話、仮にそれが法律の形で規定されるということを考え

たときに、果たして本当に可能なのかどうかということについて申し上げれば、今後、法

制局等々とも議論あるいは法務省とも議論が必要になってくるかと思いますけれども、私

は、基本的にはこれまでの研究会の議論からすると、今、申し上げたような委員の御提案

に対して、箸にも棒にもかからぬといったような感じではないのかなと、１つの有力な案

なのではないかというふうな見通しは持っております。  

○河上委員長 クーリングオフの行使がないことを効力発生要件あるいは成立要件として

定めておけば、当然、まだ契約が成立していないのですから、目的物の引渡請求権はない

という説明は、これは簡単にできることであろうと個人的には思います。ですから、それ

は可能なことで、あとは請求をしてはいけないとか、受け取ってはいけないという禁止行

為にしておけば、その分を更に強固に防衛することができるのではないでしょうか。その

意味では、充分考え得る手法であることは、おっしゃるとおりだと思います。  

 ほかには、何かございますか。  

 吉田委員、どうぞ。  

○吉田委員 よろしくお願いします。消費者庁が設立される以前の話なんですが、問題事

象が発生した都度、特商法を最小限に改正するということを、今までも繰り返してきたわ

けですけれども、それが後追い行政だという批判もあったと思いますが、その消費者庁が

設立された後に、これまでの姿勢に何らか変化があったのか、つまり、今回、法的措置を

検討するに当たって、消費者庁になったということで、何か以前と変わったことがあった

のかお聞きしたいと思います。これが１点目です。  

 あと、もう一点お聞きしたいと思いますが、国民生活センターが 18 年度に行った 37 回

の国民生活動向調査において、訪問販売に来てほしくないというふうに言っている国民が

90％を超えておりますし、同様に勧誘目的で電話をかけてきてほしくないという方もやは

り 90％を超えているという現実を踏まえて、今回、訪問買取りを規制するという検討の中
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で、訪問買取りを含む訪問取引と電話勧誘について、不招請勧誘を禁止すべきではないか

という議論がなかったのかどうかということです。先ほど研究会の中では、一部そういう

議論があったというふうに御説明をいただきましたけれども、消費者庁として、そういう

議論が今の段階であるのか、ないのか、それを２点、お伺いしたいと思います。  

○消費者庁畑野取引対策課長 この特定商取引法における商品、それからサービスの対象

についての考え方が、これは消費者庁の設立ということによって変わったのかと、こうい

ったような御質問というふうに受けとめてよろしゅうございますでしょうか。  

○吉田委員 後追い行政だという批判に対して、消費者庁になって何かが変わったのかと

いうことをお伺いしたいんですが。  

○消費者庁畑野取引対策課長 クロノロジー的に申し上げますと、特定商取引法の先回の

改正は法律が交付されましたのが 20 年の６月でございます。 20 年６月の法改正の最大の

ポイントは、今、先生がおっしゃいました後追い行政から、この特定商取引法を脱却させ

るべきではないかということで、指定商品、役務については、これをネガ、ポジ逆転いた

しまして、原則すべての商品サービスを規制にかからしめると、もう一度申し上げますが、

それが 20 年６月、法律の公布ということでございます。  

 １年６か月の猶予期間を経まして、その規制が施行されましたのが、 21 年の 12 月でご

ざいます。しからば、消費者庁は、いつできたかということでございますが、これは、そ

の３か月前の 21 年の９月ということでございます。  

 したがいまして、特定商取引法の後追い行政の脱却と消費者庁の設立の話は、今のお話

で申し上げると、原則は関係ないということだと思います。よろしいですか。要するに、

消費者庁ができる前に、この特定商取引法において、後追い行政から脱却しようというこ

とで法律改正が既に交付されていたということでございます。  

○吉田委員 すみません、私の説明がよくなかったのかもしれないんですが、この訪問買

取りの件でいいますと、平成 22 年度にその問題が顕在化したと、例えば今、法的措置を

検討している段階ではありますが、例えばこれが法律が施行されるまでの間、つまり、業

者のやり得を認めてしまうということに、結果的になってしまう。今までこういうことを

ずっと繰り返してきたわけですが、消費者庁ができたことによって、私が期待したのは、

いわゆる問題が起こってから対応するというやり方ではなく、問題をある程度予見した上

で対策を取っていく、そういうことが消費者庁において行われるんではないかという期待

があったんですが、そういうふうなことを念頭に置かれて、今回の法律なり、あるいはお

仕事されているのかということをお聞きしたいと思っています。  

○消費者庁畑野取引対策課長 どういうふうに答えていいのか、ちょっと今、苦労してい

るんですけれども、まず、この訪問買取りについて、商品の範囲をどうするかという話で

ございますけれども、研究会の方では、今、問題となっているような貴金属、こういった

ようなものを中心にして、かつての特定商取引法の指定商品制といったようなものをイメ

ージにスタートすると、こういう御提言をさせていただきました。委員の意見を御紹介申
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し上げます。  

 対象商品については、まず、この訪問買取り、初めての類型でもあり、今回は立法事実

が顕著であるものから指定していくと、こういう事務局の案に賛成であると、こういう特

定商取引法にかねてから携わっておられる先生の御意見でございます。  

 それから、消費者の立場からということで、御参画いただいております委員の方からは、

商品を指定してしまうと、やはりそこから外れてしまうものがあると。例えば単価幾ら以

上のものはすべてだという形で対象を考えたらどうかといったような意見も研究会では出

されております。  

 したがいまして、指定制を引くのか、それから原則一律規制に引くのかといったような

ことにつきましては、まだ、研究会でも議論が行われているということでございます。  

 それから、誠に恐縮ですけれども、法律の規制がない中では、業者のやり得ではないか

と、それについて消費者庁として網をかけたらどうかといったような点について言うと、

大変恐縮でございますけれども、こういったような規制措置を講じるには法律が必要だと

いうところからお話を申し上げないと、なかなか正確な答えにたどりつけないと、それを

説明していると時間がないと思いますから、この場での回答はやめておいた方がよろしい

かと思います。  

○吉田委員 わかりました。是非、いつかそういう姿勢について議論をさせていただけれ

ばと思います。  

○消費者庁畑野取引対策課長 今、申し上げたのは、姿勢の話と、どういう法的措置を講

じるかという話は、原則リンクはしないということでございます。質問が少しナンセンス

ではないかということです。  

○吉田委員 わかりました。それでは、２つ目の質問については、いかがでしょうか。  

○消費者庁畑野取引対策課長 不招請勧誘の話について、今、消費者庁で議論が行われて

いるかどうか。これにつきましては、今、訪問買取りという場面において、不招請勧誘の

議論、そういったものはどうかという話が出ていること、これは御紹介申し上げました。  

 それで、本日、私がこの場に出てきているのは、訪問買取りについての研究会の動きと

いうことでございますので、不招請勧誘の話をどうするかということについて申し上げれ

ば、11 月の下旬の消費者委員会さんの方で特定商取引法のこれまでの運用状況ということ

でヒアリングがあるというふうに聞いておりますので、そのときにお答えを申し上げたい

と思います。  

○吉田委員 わかりました。ありがとうございます。  

○河上委員長 小幡委員、どうぞ。  

○小幡委員 今の質問に絡んでですが、ナンセンスではないかというふうなお答えがあり

ましたが、やはり法規制というのは、当然必要な立法事実があって法律にして、確かに取

引の自由を侵害するということがあるので、慎重にやるというのはわかりますが、どうし

てもイタチごっこになるという面があるというのは、当然おわかりだと思います。それに
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対して、しかるべく、できるだけ迅速に対処できるような体制を整えておくというのは、

当然消費者庁としてはお考えになっていることですね。  

 そこで、今回、貴金属等の訪問買取りということで、先ほど山口委員長代理からござい

ましたように、とりあえず、今、貴金属が一番問題になっているけれども、やはり訪問さ

れて、いきなり来られて、何か物を買い取られるという場合には、心の準備ができていな

かったりとか、急に来られて困るとか、そういう消費者の悩みというのはあるので、それ

に対して幅広にどのような法制度を作っていったらよいかということをお考えいただきた

いということだと思うのです。  

 ですから、今、まずは指定するというのも１つかもしれませんけれども、そもそも訪問

という形でなされるものに、買取りに限らず、どういうふうに対処するかということは、

できるだけイタチごっこにならないように、対処できるように議論していただきたいとい

うことです。  

○河上委員長 特にお答えを求めているわけではないですね。  

○消費者庁畑野取引対策課長 研究会でも、そういった議論は勿論出ておりますので、十

分踏まえてやっていきたいと思います。  

○河上委員長 大体予定していた時間になりました。委員の間からも少し意見として出て

まいりましたけれども、消費者にとってみますと、店舗外で「押し付けられた取引」と申

しますか、そういう不意打ち的な取引行為上の拘束から解放されて、元の状態に少しでも

早く戻りたいというのは、かなり一般的な要請でもあります。クーリングオフがどのくら

い有効かどうかということも問題ですが、例えばドイツ民法なんかでは、「訪問取引」とい

う言葉を使ってクーリングオフを規定しておいて、営業法で貴金属とかいろんなものを具

体的に示して禁止行為としての網をかけているというような立法例もございます。いずれ

にしても、具体的な立法事実を一つひとつ積み重ねていくというのも１つですが、その商

品の指定制、それから取引類型の指定制というものが持っている限界というのもございま

すので、また、委員会の中で、まだ検討の途中だということですからあれですけれども、

「いたちごっこ」にならないよう、更に検討を深めていただければと思います。  

 消費者庁におかれましては、お忙しい中、委員会に出席いただきまして、ありがとうご

ざいました。  

○消費者庁畑野取引対策課長 ありがとうございました。またよろしくお願いします。  

 

≪３．消費者基本計画の検証・評価・監視について≫  

 

○河上委員長 続きまして、消費者基本計画の検証・評価・監視に移らせていただきたい

と思います。  

 平成 22 年３月に策定されて、本年７月に一部改定されました消費者基本計画につきま

しては、毎年度計画に盛り込まれた施策の実施状況について、「消費者委員会の消費者行政
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全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、検証・評価・監視を行います」という記載

が、なされております。  

 前回、第 70 回の委員会でも申し上げましたように、消費者委員会として重要課題であ

ると考える項目につきましては、今年度の施策の実施状況等について、本日から関係省庁

からのヒアリングを行っていきたいと考えております。  

 本日は、その第１回目としまして、資料２－１にございますように、美容医療・エステ

に関連する施策である 39 番、 40 番について、事故情報の収集、原因究明に関連する施策

である４番、 13-2 番、 13-2-2 番について、それから住宅に関する施策である 54 番、 149

番について、旅行業に関連する施策である 59 番について、それぞれ関係省庁においでい

ただいておりますので、ヒアリングを行いたいと思います。かなりたくさんございますが、

よろしくお願いします。  

 ヒアリングの進め方としましては、初めに美容医療・エステ・結婚相手紹介サービスに

関する 39、 40 についてヒアリング、質疑を行い、以下、同様に事故情報の収集、原因究

明に関する施策、４、 13-2、 13-2-2 について、住宅に関する施策、 54、149 について、旅

行業に関する施策、 59 についてそれぞれヒアリングを進めてまいりたいと思います。  

 なお、資料２－２にありますように、委員会でお伺いしたいと考えております内容・問

題意識をヒアリング項目という形でまとめまして、あらかじめ各省庁にお伝えしておりま

すので、省庁の方は、こちらの質問の内容も含めまして御説明をいただければと考えてお

ります。  

 初めに、美容医療・エステに関する 39、 40 の施策についてですけれども、本日は、 39

番の関係省庁として厚生労働省、それから 40 番の関係省庁として経済産業省にそれぞれ

おいでいただいております。初めにまとめて御説明をいただき、その後、まとめて質疑を

行いたいと思います。時間が限られておりますので、簡潔に質疑をお願いしたいと思いま

す。まず、39 番について、厚生労働省の方から説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。  

○厚生労働省生活衛生課担当者 それでは、厚生労働省でございます。よろしくお願いい

たします。  

 まず、エステティック衛生基準について御説明させていただきます。エステティック衛

生基準につきましては、資料３として提出させていただいておりますが、この衛生基準と

いうものは、財団法人日本エステティック研究財団というものがございまして、この財団

によりまして策定されました営業施設の衛生管理基準でございます。  

 これは、エステティックに従事するものが守るべき衛生に関する措置について示したも

のでございまして、利用者に対して衛生的で、かつ安全な施術を行う上で大変有益なもの

として活用されているところであります。  

 このエステティック衛生基準ですが、もともと最初に策定されたのが平成８年でござい

まして、その後、最新の科学的知見や業界の営業実態等を踏まえまして、平成 21 年４月
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に改定されてございます。  

 このエステティック衛生基準の対象となる施設ということなんですが、これは、やはり

エステティックの営業施設ということになります。どんなものがエステティック営業施設

かと、そこが対象の施術の範囲ということになるかと思うんですが、これにつきましては、

エステの定義は何かという話になってくるかと思います。エステの定義というものも、正

直申しましていろいろある中で、日本エステティック振興協議会という、そのような団体

がございます。この団体は、経済産業省さんの資料で申し訳ないんですが、資料４の経済

産業省さんの資料の一番上のエステティック業の概況というところの右側のところの業界

団体加盟店舗数の下に、日本エステティック振興協議会構成団体ということで、このよう

な３つの団体が構成しているところでございます。  

 この振興協議会というところが定めたエステティックの定義でございますが、これを読

み上げさせていただきますと、一人ひとりの異なる肌、身体、心の特徴や状態を踏まえな

がら、手技、化粧品、栄養補助食品及び機器、用具等を用いて人の心に満足と心地よさと

やすらぎを与えるとともに、肌や身体を健康的で美しい状態に保持、保護する行為という

ことでございますので、このような行為が対象の施術と言えると思います。  

 エステティック関係団体に加盟する業者数でございますが、これは経産省さんの資料に

もあるんですが、うちの持ってきた数としては、大手エステの経営法人の団体であります

一般社団法人日本エステティック業協会に加盟する業者数、これも経産省さんの資料で書

いてあるのと、若干、うちが持ってきた数字が異なるんですが、うちの把握しているのは、

平成 23 年３月末時点の数ということで、業者数が 291 社で店舗数が 1,351 店でございま

す。衛生基準のカバー率といったものなんですが、勿論、こういったエステティック研究

財団に加盟している、そういった業者につきましては、当然カバーできていると思われる

んですが、こういったエステティック研究財団の関係団体に加盟していない業者のカバー

率というのは、正直把握できていないため、正確なところはわからないところでございま

す。  

 こういった衛生基準の周知方法といたしましては、衛生基準の冊子を研究財団の方で、

これまでに約２万 1,000 部、このエステティック研究財団の関係団体加盟の業者に対して

配布をしているということであります。  

 また、関係団体に加盟していない業者あるいはエステティック衛生基準の対象とならな

い施設、そういったものに対する衛生基準の周知の在り方としては、例えばエステ関係の

無料業界誌にエステティック衛生基準というもの、そのものではないんですが、エステテ

ィック衛生基準というものがあるということ、あるいはこの研究財団のホームページに、

こういった衛生基準があるということを、これまで掲載しておりました。  

 しかし、その衛生基準があるということは載っているんですが、その衛生基準そのもの

を掲載していないという実情がございましたので、今回、こうやってヒアリングを受ける

ことを機に研究財団の方に対して、せめてホームページには衛生基準そのものを載せるべ
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きではないかと、そのように指導行いまして、研究財団の方も前向きに考える姿勢を示し

たところでございます。  

 続きまして、問２の方でございますが、厚生労働省における美容医療・エステティック

サービスに関する危害情報、患者等とのトラブルの情報を収集する仕組み、これらの情報

について把握する内容及びこれらに対する現状認識等ということなんですが、まず、美容

医療とエステティックサービスに大きく分けられると思いますので、まず、美容医療につ

いて御説明いたしますと、まず、美容医療に限らず、医療全般についての苦情や相談に対

応する組織として、都道府県等におきまして、医療安全支援センターというものが設置さ

れております。医療法上の医療機関の指導、監督権限は、基本的には都道府県等の事務と

なっているところでございまして、都道府県等は、医療安全支援センターを通じて収集し

た情報も踏まえつつ、医療機関の指導、監督に当たっているものと承知しております。  

 一方、美容医療に該当しない、いわゆるエステティックサービス、その医療の範囲外の

施術ということでございますが、そういったものについての苦情や相談は、都道府県や市

区町村の消費生活センターなどに寄せられることになります。  

 国民生活センターにおいては、苦情、相談を消費生活センターから収集し、必要に応じ

て厚生労働省へ情報提供が行われ、その情報提供の内容により、都道府県等を通じて営業

者に対する指導、監督等を行っているところでございます。  

 とりあえず、厚生労働省からは、以上でございます。  

○河上委員長 ありがとうございました。では、経済産業省の方、お願いいたします。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 ヘルスケア産業課長の藤本です。よろしくお願い

いたします。  

 お手元にあります、資料４をごらんいただければと思います。３つ、御質問をいただい

ておりますけれども、１つ目の経産省が把握しているエステティック事業者に係るデータ

ということですが、公的な統計としては、現在、エステティック事業者の方々をカバーす

るものはございません。平成 14 年に特定サービス産業実態調査というのを単年度の枠の

中に単年度で入ったケースがございますが、今、業界で、広くベースとして使われており

ますのは、株式会社矢野経済研究所が発行しておられますエステティックサロンマーケテ

ィング総鑑というのがございます。これは毎年度でございますので、そこを出典とさせて

いただきまして、この数字だけ書かせていただきましたけれども、市場規模としては、こ

ういう形でおおむね 4,000 億だったものが、今は 3,500 億円ぐらいの規模になってきてい

るということと、店舗数が５年くらい前は 9,800 であったものが、今、 8,800 くらいにな

っております。ですから、市場規模としては、少しずつ減っていっているような状況でご

ざいます。  

 それから、業界団体ですけれども、我々は、こういうエステティック事業者の方々の置

かれている状況なんかを把握する場合には、こういう業界団体とよく会話をさせていただ

きますけれども、我々が会話をさせていただいている業界団体は大きく分けて２つござい
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まして、日本エステティック振興協議会という幾つかの団体が集まった場と、それから下

にございます日本全身美容協会ということでございます。  

 どちらかというと、このエステティック振興協議会の方が、いわゆる事業者的に、例え

ばチェーン化しているとか、そういう事業者が多く入っておられます。  

 それから、全身美容協会の方は、むしろ地域に根差したエステティックサロンみたいな

形で、単独のサロンということをやっておられる方が多いです。  

 エステティック振興協議会の中には３つございまして、エステティック業協会という一

般社団法人、これがいわゆるチェーン化しているようなエステティックサロンの事業者の

集まり。  

 それから、エステティック技術者、個人として参加しているのが、日本エステティック

協会でございます。  

 それから、エステティック工業会は、いろいろ機械を扱う事業者が集まっておられます。

そういう状況でございます。  

 それから、エステティックの定義につきましては、今、厚生労働省さんの方からもお話

がありました、エステティック振興協議会の定義を、我々も一般的には理解として考えて

おります。  

 ２番目の御質問でございますけれども、認証制度でございますが、この資料４の下の方

にございますけれども、真ん中にございます経緯ですが、平成 15 年の６月にエステティ

ック産業適正化研究会という場で報告書が出されております。  

 それを受けて、19 年の６月に、では、具体的に認証制度というのをどうしたらいいんだ

ろうかという在り方についての報告書が出ております。これは、いずれも経産省の研究会

でございます。  

 それを踏まえて、ここから先は、経産省の具体的な施策というよりも、経産省が場を用

意させていただいて、先生方に研究をしていただいた報告書にのっとって、業界が動いて

いるということでございますけれども、平成 16 年５月に、NPO の日本エステティック機

構というのが設立されまして、そこが認証制度を開始しております。  

 現在、認証を受けた事業所が、右にございますように、平成 22 年８月で 310 店舗、 10

月現在ですけれども、 295 店舗ということで、おおむね、先ほどの統計が全国で 8,800 く

らいの店舗ということでございますので、おおむね普及率は 3.3％くらいというイメージ

でございます。  

 全体に比べて、まだ普及率が少ないんじゃないかなというのは、我々もそのように思い

ますけれども、これをどう広げていくかということに関しては、まず、基本的には認証制

度を周知していくということで、勿論、ホームページもございますけれども、こういうガ

イドブックを機構がつくって、サロンを始め、消費者の方々に渡して、なるべくこれが安

心できる事業者なんですよということを、ちょっと地道ではありますけれども、いろんな

機会をとらえて、シンポジウムですとか、美容関係のイベント、そういうところで周知を
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図り始めております。  

 それから、この認証を取りたいんだけれどもというところで、まだ入ってきていないサ

ロンの事業者がいるんですが、そういう事業者の方々は、光脱毛をやっている事業者が多

くて、光脱毛は、御承知のとおり、よく事故といいますか、被害のクレームが多い分野で

はあるんですね。ですから、この認証は、光脱毛をやっている、レーザー脱毛をやってい

る事業所は、基本的には入れないということで、今、スタートしておりますので、ただ、

光脱毛の中でも、美容ライト脱毛という言い方を業界ではし始めていますけれども、より

弱い光源を使うということと、訓練を受けた人だけが操作をできるようにするということ

で、何とか消費者からの需要に応えつつ、安全な事業ができないだろうかということを考

えている状況にございますので、もし、それが本当に認証の対象にしてもいいものであれ

ば、そういう方向に行くと、また、そういう広がりが出ていくように思います。  

 ですから、どうしてもできるだけいいかげんなことをやる事業者を排除しつつも、真剣

に正しくやろうとしている事業者をどう入れていったらいいのかということを悩みながら

機構の方も運用しているような実態だと承知しております。  

 ですから、早急に増やすことを目的に気を緩めてしまうと、その認証自体の意味がなく

なってしまいますと、そうかといって、真面目にやっている事業者の人が入ってこられな

いのもおかしいというところで、この辺は、３年経って普及率３％でございますけれども、

これは、日々我々も事業者の方々と一緒に悩みながら議論を重ねている状況でございます。

それが実態でございます。  

 ３番目でございますけれども、トラブルの情報収集のところですけれども、経済産業省

にも消費者相談室というのがございまして、そこの窓口を通じて入ってきたものに関して

は、私どもが業界団体と話をしたりということもありますけれども、消費者庁に報告をさ

せていただきながら連携をしていく。  

 それから、国民生活センターですとか、自治体の消費者センター、こういうところに入

ってきた情報もお互いに共有できるという連携を取っております。  

 それから、業界団体自身でも、先ほどの日本エステティック振興協議会の中に、 2006

年からですけれども、エステティック消費者相談センターというのを設けて、苦情を聞い

ているという状況です。  

 それから、結構、協議会に参加をしていない事業者に対するクレームみたいなものが来

たりしているときも、できる限り対応しているという状況を聞いております。  

 倒産時の顧客の保護ですけれども、基本的には、行政としてなかなかダイレクトにでき

るものはないんですけれども、一例を申し上げますと、昨年度にラ・パルレという会社が

倒産したんですが、その場合は、事業者の例えば協議会ですとか、こういう場で、何とか

そこのお客さんを、勿論若干の不利益はあるんですけれども、ほかの店舗で、ほかの会社

がうまくサービスを継続できるようなことをやろうということを話し合いまして、お客さ

ん自体は、ラ・パルレのサービスではないんだけれども、違う事業者、この団体に加盟し
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ている事業者のサービスをなるべく希望どおり受けられるようにするということをやって

おりますので、そういう形が、少なくとも業界団体に入っている事業者の間では、そうい

う形で、倒産ですとか、そういうことは、別に事業者自身もあってほしくないと思うこと

なんですけれども、いろんな経済的な理由によってそうなる場合であっても、その業界の

消費者からの期待というのにちゃんと応えられるように、みんなで協力をするという慈愛

が少しずつ育ってきているように思います。  

 以上です。  

○経済産業省中内サービス産業室長 サービス産業室の中内でございます。私の方からは、

9-4 の結婚相手紹介サービスの件につきまして説明したいと思います。  

 資料は、資料４の次ページからでございます。まず、資料には書いていないんですけれ

ども、日本標準産業分類におきましては、結婚相手紹介サービスというのは、生活関連サ

ービスの中でございまして、この細分類として、結婚相談業という形で分類されておりま

す。特定商取引法や割賦販売法につきましては、結婚を希望する者への異性の紹介という

ふうに定義をされております。  

 市場規模につきましては、こちらの資料に書いてありますとおり、約 400 から 500 億円

程度、会員は、約 38 万人と推計されております。  

 事業所数につきましては、大体 3,000 から 3,500 社程度ではないかと考えております。 

 この認証制度策定までの経済産業省の取組み状況といたしましては、この２．に書いて

ございますとおりでございます。平成 18 年の５月に調査研究報告書をとりまとめて、こ

れは、信頼性や質の確保の観点から認証制度の導入などを提言いたしました報告書でござ

います。これをとりまとめて公表をしております。  

 平成 20 年７月にガイドライン、こちらの方は国でとりまとめまして、公表しておりま

す。  

 直近の状況としましては、平成 22 年２月に結婚相手紹介サービス業の実態把握を単発

での調査を行い、公表しているところでございます。  

 最初に言いました、市場規模や会員数については、この平成 22 年２月の実態把握した

中での推計ということでございます。  

 認証機関につきましては、ガイドラインに準拠した認証基準というものを作成いたしま

して、申請事業者に対して認定を付与するかどうか、この審査をいたします。ガイドライ

ンの実際の中身につきましては、次ページの認証制度に関するガイドラインの中で示して

いるところでございます。  

 トラブルにつきましては、公的機関では、勿論、国民生活センター、地方自治体の消費

者センター、これらからの適宜情報提供というものに加えまして、経済産業省の中に消費

者相談室というのも設けております。業界団体におきまして、相談室というものを設ける

などをして、随時相談を受け付けているというところでございます。  

 実際に、PIO-NET によれば、平成 21 年度、 3,200 件程度の苦情相談件数でございまし
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たが、平成 22 年度、若干減少しまして、3,100 程度に減少しているところでございますが、

今後も引き続き、PIO-NET や業界団体ということを通じまして、トラブル状況の収集に努

めるとともに、認証事業者の増加に向けた取組みを続けて、トラブルの軽減に努めるとい

うことを働きかけていきたいと考えております。  

 具体的に認証事業者数というのは、現在、業界主導で行っていただいておりまして、計

326 事業所ございます。この認証制度につきましては、エステも同様なんですけれども、

周知を進めて、そして、今後の動きを注視していきたいと考えております。  

 以上でございます。  

○河上委員長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見のある方、発

言をお願いいたします。  

 山口委員、どうぞ。  

○山口委員長代理 どうも御説明ありがとうございました。まず、厚労省と経産省でどう

いう業務分担をなさっているのかというところを、まず、伺いたいんです。例えば美容脱

毛について、厚生労働省は永久脱毛あるいは毛根部分に施術を加える、施術を医師でない

ものが行うことはだめだと、こういう通達があると聞いております。  

 他方、経産省では、エステにおける美容レーザー脱毛、一定期間の除毛、縮毛効果のた

めの施術についての基準策定が必要だという見解を出されているようでして、必ずしも脱

毛や毛根部分に施術を加えるようなことをしてはいけないんだという見解ではなさそうに

思うわけですが、これは、例えば美白や染み抜きというと、医者しかやってはいけないん

ではないかと思えるかなり特殊な機材を用いた施術がなされているようにも思います。  

 ただ、消費者からすると、いちいちお医者さんにかからなくて、安く、手軽にエステで

脱毛あるいは美白ができるなら、染み抜きができるなら、そっちの方がいいやというニー

ズもあるとは思うんですが、そこら辺のすみ分けは非常に難しいところだと思うんですが、

どういうふうになさっているのかというのが１つです。  

 それと、これは消費者庁とも絡むんですが、やはりエステ業界の大きな問題は、いわゆ

る業界の加入率が低くて、どうしても悪貨は良貨を駆逐するじゃないですが、オーバート

ークをして消費者を引き付ける、そういう業者がもうかっているような感じがあって、こ

のオーバートークの規制というのが、どの程度できるのか。そうなると、いわゆる景品表

示法を生かした、行き過ぎの宣伝についてはチェックしていくシステムが必要じゃないか

と思うんですが、そこら辺は、厚生労働省あるいは経済省の方で、景表法の活用について、

どういうふうに現実になさっているのか、その２点、お聞かせいただければと思います。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 先ほどの脱毛の件ですけれども、厚生労働省は勿

論医療的な立場から見ておられますので、我々は、それをまず中心において検討させてい

ただくと。厚労省と経産省の若干の立場の違いということであるとすると、厚労省は、例

えば基本的に医療との接点についてこうあるべきだということを出していただいて、勿論、

我々もそれを浸透させることを前提に、かつ業界がなるべくそれを守りながらちゃんとし
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た事業活動ができるようなことを業界と一緒になって議論をすると。  

 ただ、当然、御承知のとおり、あるサービスを求める消費者の方々もおられて、勿論、

それをどう厚労省が出しておられる見解を守りながら、うまくそのニーズに応えていくか

ということに関しては、先ほどの非常に弱い光源を使ったようなものとか、そういうのは

ある意味では医療行為として言わなくてもいいんじゃないだろうかということをみんなで

議論しながら、それは慎重に議論しているんですけれども、うまく折り合いの接点を探し

ていくということですね。どうしてもグレーゾーンみたいのが出てきますので、それにつ

いて消費者にも納得できてもらって、事業者の側もきちんとそれを事業者として責任を持

ってやっていくような部分を探っていくということを、我々が一緒に議論していくと、そ

れで必要に応じて厚労省とも議論をさせていただくということでございます。  

 ですから、厚労省はルールを医療側から見てきちんと定めていただくということと、我々

が現実に、そのルールをうまく守れるようにやるお手伝いをしているというのが、今の実

情でございます。  

○山口委員長代理 一部重なるところもあるということなんですね。視点は違うけれども。 

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 勿論そうです。それは、共有させていただきなが

らやっています。役割が違うということです。同じ目標は安全にということだと思います

けれども。  

 あと、もう一点ですが、景表法の件については、具体的に我々も今、議論しておりませ

んというのが実情でございます。  

○山口委員長代理 業界に一番近いところにおられると思うんですが、オーバートークと

いいますか、あおり過ぎの宣伝について、消費者庁と連携とか、その体制は、まだできて

いないということですか。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 まだできておりませんというか、オーバートーク

の問題は、そういう事業者に関しては、結構、長く事業をやらずに、気が付いたらいなく

なっているとか、そこはなかなか難しいところがあります。事業者側から何かをしようと

するとね。  

 それで、先ほどの訪問販売ではないですけれども、基本的に消費者が来てほしくないと

いうマインドを持っているかどうかというのは、また、この業界では消費者の側の意識の

問題もあって、消費者の側からは、どちらかというと、門をたたく部分があるんですけれ

ども、むしろ消費者の側にどういう事業者が安全かということをもっと徹底して先ほどの

認証ワークではありませんけれども、こういうものがないと、こういう状況になる可能性

があるということをもっともっと啓発していくことが、すごく大事なんではないかという

ことを、実際に実務をやっている中で強く感じます。  

 そこに関しては、そういう意味だと、この認証マークをもっと育てて、こういうマーク

を浸透させていくということがすごく大事ではないかと思います。どうしてもオーバート

ークをしている事業者をぱっと捕まえて、それを何うまくやっていくというのは、なかな
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かモグラたたきみたいになってくるところがあるので、むしろ、サービスを受ける側が賢

くなる道具を用意していくというのが、１つ有効な手段ではないかと、この何年か議論し

ていく中で感じております。  

○河上委員長 ほかによろしいですか。  

 先ほど話がございましたけれども、医療と理容というのが非常に近いところで問題にな

りますので、お互いが譲り合ってしまって、間に問題が落ち込んでしまうというようなこ

とがないようにしなければなりません。できましたら、むしろ重なった形で問題を扱って

いただきたいということと、理容にしても医療にしてもサービスなので、内容が非常にあ

いまいであるにもかかわらず人間の体に直接関係してまいります。ですから、説明の問題

とか表示とか広告の規制の正しい在り方とか、それから技術面での資格のようなものとか、

あるいは認証制度を含めて、安心できる事業者というのを育てるというところで、更にご

検討いただければありがたいと思います。結婚紹介業に関しても同じ問題があるかと思い

ます。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 認証サービスなんかも、広告のオーバートークの

規制の在り方が一応基準には入っていますので、そういうことをきちんとやっていく事業

者であるということを見せながら、それをどう宣伝するかというのは、非常に課題であり

ます。  

○河上委員長 そうですね。小幡委員、どうぞ。  

○小幡委員 認証は、いずれにしても、経産省が音頭をとった研究会の後、NPO 法人の日

本エステティック機構というのができて、そこが行う認証ということですね。これは、更

新とかはあるのですか。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 あります。  

○小幡委員 ３年くらい。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 はい、３年です。  

○小幡委員 ３年で一応見て、そこに広告なども含めて審査するということですね。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 はい。  

○小幡委員 もう一点、厚労省の方にですが、エステティックというものの定義は、非常

に難しくて、多分自分でエステティックだといったところが、皆ここの定義の中に入るの

だろうと思うのですけれども、当然、医療行為に当たることはできないとか、そのほか、

ほかの法律もありますね、そこに関わるようなことをやっているエステティックサロンも

あるわけですね。ダブっている。  

○厚生労働省生活衛生課担当者 そうですね。全くないとまでは言い切れないところはあ

るのかと思います。ちょっとそこら辺の詳しい実態を十分把握しているわけではございま

せんが。  

○小幡委員 美容師であれば、当然そちらの法律がございますね。そういう美容エステの

ような感じのものもありますね。  
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○厚生労働省生活衛生課担当者 そうですね。  

○小幡委員 それは、ここのエステティック業の中に入っているのですか。  

○厚生労働省生活衛生課担当者 そうですね。先ほどのエステティック業は、すごく広い

概念でございますので、場合によっては、美容院において、いわゆるカットに付随して行

うような行為も場合によっては入ってくるものもあるんではないかなと思われます。  

○小幡委員 いずれにしても、それ以外のところは、およそエステティックということで、

今のところ何も法の枠には入っていないし、今、お示しいただいた衛生基準というのも、

これは財団法人が出している基準ですね。  

○厚生労働省生活衛生課担当者 そうですね。国が定めたというわけではございません。  

○小幡委員 ただしこの認証を受けるときには、こういう衛生基準も一応満たすというこ

とが認証の要件になっているわけですね。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 公的なルールがある場合は、それを満たすという

のが大前提です。  

○小幡委員 そうすると、一応、認証を普及させていけば、ある程度の基準は普及してい

くということになるという理解でよろしいですか。  

○経済産業省藤本ヘルスケア産業課長 おっしゃるとおりでございます。  

○山口委員長代理 厚労省でおわかりだったら、御紹介いただければと思うんですが、関

連の業法が、医師法と理容師法と美容師法と、それから按摩法の４つなんですね。もうそ

ろそろこの４つでは古いと思うんですね。例えば整体とかカイロプラティックなんか、今、

物すごく多いです。そこは法の完全に枠外で、明日からだれでも始められる業界ですね。

そろそろこの４つで、この辺のもやもやとした業界を整理するということについて、見直

しの議論は、あるのか、ないのかだけ、すみません、最後に。  

○厚生労働省生活衛生課担当者 おっしゃることは、勿論もっともだと思うんですが、今

のところ、具体的な見直しの動きというのがないかと思います。  

○河上委員長 省庁にまたがる問題としてまだまだ議論したいこともあるのですけれども、

後の問題もありますので、ここでとりあえず、終わらせていただきます。  

 厚生労働省、経済産業省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、

どうもありがとうございました。  

 続きまして、事故情報の収集、原因究明に関して、４番、13-2 番、13-2-2 番でございま

す。  

 初めに、事故情報の収集、原因究明に関連する４番、13-2 番、13-2-2 番の施策について

ですけれども、本日は、関係省庁として消費者庁においでいただいております。初めにま

とめて御説明いただきまして、その後、まとめて質疑を行いたいと思います。説明の方か

らお願いいたします。  

○消費者庁金児消費者安全課企画官 消費者庁消費者安全課の金児と申します。私の方か

ら施策番号４番について御説明させていただきます。  
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 資料は、資料５－２から始めさせていただきます。資料５－２は、ここで消費者安全法

に基づく国会報告を作成したときの資料なんですけれども、ここに事故についての消費者

庁の通知についての流れが出ておりますので、これを使わせていただきます。  

 この左側の方で消費者事故等に関する情報の集約、分析とありますけれども、まず、こ

の左下の黄色のところ、事業者から④として重大製品事故の報告と、これは消費生活用製

品安全法に基づきまして、重大製品事故の報告が消費者庁に出されるということになって

ございます。  

 ここでは、 581 件となっておりますけれども、これは昨年度の下半期の数字でございま

す。  

 その右側に、関係省庁・地方公共団体から①として重大事故等の通知というのが、これ

は消費者安全法に基づきまして消費者庁に出されていきます。これは、左側の製品事故の、

製品だけではなくて、サービスとか食品についての事故なども含まれると、少しカバレッ

ジが広いものでございます。  

 その右側に②として消費者事故等の通知というものがございますけれども、①との違い

というのは、①は重大事故等についての通知でございますけれども、これは消費者安全法

でございますけれども、②については、重大事故以外の比較的軽い事故についての通知と

いうものが消費者庁に寄せられます。  

 重大事故というのは、もう御案内の方は多いと思いますけれども、例えば被害者が死亡

したとか、治療期間が 30 日以上といった被害の大きいものを重大事故等としております。  

 ③の PIO-NET、これは消セン、国セン法から来る相談情報、この中で生命・身体に係る

情報が PIO-NET に入力されるという形で、私どもが承知するというものでございます。  

 こういった形で消費者庁は、事故の情報を収集しているわけでございますけれども、こ

れについても検証するというものが、この施策番号４の中の１つでございます。  

 こういった事故につきまして、公表を行っているわけでございますけれども、右側の、

情報を受けての消費者庁等の措置の中の②のところの消費者への情報提供の中に、最初の

○として、消費者安全法にて通知された重大事故等の公表。これは、原則週１回行ってお

ります。  

 その下が、消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の公表、これは原則週２

回行っております。  

 こういった公表についての在り方についても検討するということになっているところで

ございます。  

 これまでどのようなことをやってきたかということでございますけれども、昨年度につ

きましては、地方自治体の方々と意見交換をさせていただきまして、例えば通知をする際

に消費者事故かどうか、なかなか判断がし難いものがあるというようなお話をいただきま

して、そういったものについては、幅広に参考情報として早めに消費者庁に情報をいただ

くということを昨年度の途中から始めさせていただきました。  
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 あと、海外の同様の制度につきましても調査をさせていただきました。あと、公表要領

につきましては、恐縮ですけれども、資料５－３にございますけれども、５－３は「生命・

身体被害に係る消費者事故等の公表に関する基本要領」というものですけれども、これは、

平成 22 年６月 25 日に改訂いたしました。  

 改訂の内容は、この基本要領の３ページ目の一番下のパラグラフで「また、一定の類型

の製品等に共通する安全性に関する情報についても」というところで、こういったものに

ついても迅速に公表を行っていくと。例えば製品の誤使用などについても、そういった注

意喚起情報も公表するというようなことを新たに付け加えてございます。  

 この資料の１ページ目の一番下のところで、定期公表の内容について、下から３行目の

右側ですけれども、因果関係括弧と書いてありますけれども、因果関係があると強く疑わ

れる場合には、詳細に内容を公表すると。詳細な内容というのは、事業者名とか、製品の

機種、型式でございますけれども、製品起因がどうか疑われる場合には、そういったもの

を公表するというふうにしておりますけれども、この要領に書いてございませんけれども、

それをちょっと踏み越えて、製品起因かどうかわからない場合でもリコール製品について

は、こういった機種、型式を出すという運用を昨年の途中から始めているところでござい

ます。  

 今年度以降、どういった検討を行うかということでございますけれども、これはまだ検

討中でございます。検討するだけでなくて、実際、すぐにできるものについては、すぐに

実施していきたいと考えてございます。それは、来年度以降も同様に考えてございます。  

 あと、御質問の中で、医療機関ネットワークについて御質問をいただいております。こ

れにつきましては、資料５－４をごらんいただければと思います。  

 この医療機関ネットワーク事業というのは、昨年の 12 月から始めたもので、 13 の医療

機関から事故情報を集めてございます。御質問の中では、増加への取組みという御質問を

いただいておりますけれども、実は、かなり多くの情報が収集されておりまして、この９

月末までに 5,000 件近くの情報が寄せられておりまして、今のところ、この 13 の機関を

更に拡大するということは検討してございません。  

 あと、分析結果でございますけれども、１ページ目をごらんいただければと思いますけ

れども、１．の事故情報の活用の考え方の２つ目の●に書いてございますが、弱者、多発

性、重症度合いの３つの観点で傾向を分析してございます。  

 １枚目の下の方の３．の（１）に 12 歳以下の子どもについての事故情報の傾向を分析

してございます。  

 家の中では階段から転落、テーブルにぶつかるなどの事故が多く発生、屋外では自転車

での転倒・転落が多いといったようなことを記載させていただいております。  

 もう一枚めくっていただきまして、２ページ目の（２）のところでございますけれども、

こちらでは高齢者の事故情報の分析を行なっております。こちらでも階段から転落、つま

づいて床で転倒、それから、もちでの窒息や床での転倒の事故は重症度が高いと、はしご
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など道具を使用中の事故が見受けられるといった分析を行ってございます。  

 このほか、医療機関ネットワーク事業においては、追跡調査というものも行っておりま

して、これは、別添の２に医療機関ネットワークで実施した追跡調査の概要についてとい

うペーパーを付けさせていただいております。この中で、４件の事故について詳細な情報、

これは被害者の方から実際に聞き取って、こういった資料をつくらせていただいていると

ころでございます。はしごと、刈払機、草刈機、それから加湿器の２件、計４件について

事故情報をまとめているところでございます。  

 もう一つ、御質問といたしまして、自転車の幼児２人乗せの転倒事故ですね。これにつ

いて御質問いただいております。自転車の事故については、消費者庁もこれまでいろいろ

注意喚起は行っているんですけれども、こういった子どもを自転車に乗せたときの転倒事

故というのは、法律に基づく通知の中ではほとんどございません。  

 それで、先ほどもちょっと触れましたけれども、医療機関ネットワークの医療機関から

出てくる情報の中では、結構、自転車の事故はございまして、これについて、資料５－５

といたしまして、これは国民生活センターさんの方でまとめられております。国民生活セ

ンターと私どもが一緒にこの医療機関ネットワーク事業を行っております。  

 １ページ目の最初のところを見ますと、 2011 年７月末までに 62 件の事故があったとい

うことが書かれておりますし、後ろの方では消費者向けの注意喚起事項が記載されてござ

います。  

 とりあえず、私からの説明は、以上です。  

○消費者庁坂田消費者安全課長 消費者庁の消費者安全課長をしております、坂田でござ

います。どうぞ、よろしくお願いします。  

 それでは、施策番号の 13-2、13-2-2 について、資料６をお開きいただきたいと思います。  

 A3 横長でありますが、消費者事故等の調査体制の整備という資料でございます。経緯が

前に書いてございますが、背景の中の２つ目のポツでありますけれども、消費者庁は平成

21 年の９月に立ち上がりまして、同時に消費者安全法という法律が施行されております。

この法律によりまして、消費者事故情報の一元的な集約の仕組みが整備されたということ

でありますけれども、原因究明ですとか、再発防止のための事故調査を行う仕組みは、現

状では、まだまだ不十分だということでございます。  

 消費者庁設立の法案審議におきましても、附帯決議の中では、消費者事故等についても

独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行うとされております。  

 こういったことを踏まえまして、消費者庁の方では、昨年の８月から今年の５月にかけ

まして、事故調査機関の在り方に関する検討会という有識者の会合を開きまして、事故調

査機関の在り方について検討を重ねてまいりました。  

 その結論を踏まえまして、今般、消費者基本計画の見直しが平成 23 年７月８日に閣議

決定されたということでございます。  

 こうしたことを受けまして、来年の通常国会に事故調査体制を整備するために法案を提
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出する準備を進めるとともに、来年度の概算要求で必要な機構定員、予算要求を行ったと

ころでございます。  

 下の図の方をごらんいただきたいと思いますけれども、現在、構想しております事故調

査体制の概要について、これから御説明したいと思いますが、まず、独立、公正な判断が

できますように、消費者庁に消費者安全調査会、これは有識者の会議体、いわゆる８条機

関、審議会ということになりますけれども、それを設置するということでございます。  

 ここで、消費者事故の調査を実際に行うということでございます。そうした事故調査、

原因究明などを踏まえて、消費者庁に対しては勧告、それから関係省庁に対しては意見具

申の形で政策提言をしていきたいということでございます。  

 その調査会を支える事務局体制としては、消費者庁の消費者安全課の下に事故調査室と

いう室を置きまして、実質的に事務局機能を担うという形にさせていただければというこ

とでございます。  

 図の右側の方に目的、権限、それから組織、調査対象等を書いてございます。目的が事

故の原因究明、再発拡大防止のための提言ということでございます。  

 権限ということでございますけれども、事故調査に必要な権限を法律で付与するという

ことでございます。  

 それから、調査会の組織ということで、本委員は、非常勤委員７名、独立して職権を行

使できるようにいたします。  

 調査対象の方でございますけれども、製品、食品、施設、役務等、生命・身体分野の消

費者事故等に網羅的に対応できるようにするということでありまして、これを少し模式的

に図式化したのが２ページ目の部分でございます。消費者安全調査会の調査対象というこ

とで、黄色の部分というのは、行政処分の前提として違反行為等を確認するということで、

既存の機関の方でさまざまな調査が行われているということでございます。  

 新しい事故調査機関は、その部分について二重の調査をするというのは、行政効率上、

非常に無駄ということになりますので、その点については、必要に応じて評価をする形で

関与させていただきたいということでございます。  

 それ以外の緑色の部分が自ら調査をする範囲ということになります。特に赤枠で囲んだ

ものが典型的な事案ということになろうかと思います。  

 唯一例外がございますのは、運輸事故の分野でございまして、運輸の分野には、運輸安

全委員会、これは独立性、公正性の高い３条機関であること。更には所掌事務に事故調査

を明記しているということがございますので、この分野については、運輸安全委員会に委

ねたいと思っております。  

 １枚目にお戻りいただきまして、こういった幅広い専門分野をカバーするということで

ありますので、専門性を確保するのが非常に重要だということでございます。  

 私ども考えておりますのは、図の下の方に書いてございます。１つは、有識者バンクと

いうことでありますけれども、製品ですとか、食品、施設、役務等の各分野の専門家に、
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この事故調査機関に専門委員として参画していただきまして、実際の事故調査に参画をし

ていただこうということでございます。それが、１つございます。  

 もう一つは、連携機関ネットワークということで、左側に書いてございますけれども、

大学ですとか、民間団体の研究機関等で、特別の施設や設備をお持ちだという場合に、そ

れをお借りをするということもあるかと思いますし、分析等の一部を依頼するということ

も今後考えられるわけですけれども、そういった機関と日ごろから連携協力関係を築いて

おきまして、いざというときには、そういった機関にお願いをするような体制も整えてい

きたいと思っております。  

 もう一つは、被害者との関係でございます。先ほどの検討会でも事故調査には被害者の

視点が非常に重要だということを御指摘いただいております。そういった観点から、まず、

被害者の方が申立て、こういった事故調査をしてほしいという申立てをした際に、それを

きっちりと事故調査機関で受けとめて、その事故の調査の必要性を判断して、必要だとい

うことになりましたら、次のステップ、事故調査のステップに移っていくという仕組みを

１つつくっていきたいと思っております。  

 もう一つは、事故調査が、今、どういう局面にあるのかということを節目、節目で被害

者の方に情報提供する、説明するというようなことで、事故調査機関の信頼というのを勝

ち取れるようにしていきたいと思っております。  

 以上が調査機関の概要でございますけれども、御質問いただいた点をお答えしたいと思

います。  

 １つ目は、消費者安全調査会が８条機関として消費者庁の内部に新たに設置されること

が予定されているようだが、事故の再発拡大防止と消費者への安全情報の提供について実

効性が十分なものとなるよう、どのような検討をしているかという点でございますが、お

答えといたしましては、まず、消費者安全調査会は、消費者庁が把握した事故につきまし

て、専門的、科学的知見に基づいて原因究明を行って、消費者庁に対して必要な措置等を

実施するよう勧告を行うとなっております。  

 他方、消費者庁には、消費者事故情報が一元的に集約され、更に消費者行政の司令塔と

しての権限も付与されておるわけですけれども、消費者安全調査会は、その集約された情

報を更に生かして、消費者庁の司令塔機能をより活性化するため、「情報」から「権限」に

つなげていくというプロセスにおける理論的な基盤、支柱になるものと考えております。  

 更に、消費者への安全情報の提供に関してでございますけれども、事故の再発拡大防止

の手段の１つというふうに思っております。消費者庁が各種措置の一環として行うことに

なりますけれども、消費者庁は消費者安全調査会から勧告された場合のみならず、自らの

判断で速やかに注意喚起をすることができるということでございます。そういう意味では、

消費者安全調査会の調査の終了を待つことなく注意喚起等を行うこともあり得ると考えて

おります。  

 更に、消費者安全調査会の調査結果あるいは勧告等を踏まえて更に注意喚起をすること
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も考えられるわけでございまして、こういったときには、専門家による科学的な調査結果

が得られることで、これまでより実効的な注意喚起が可能となると考えております。それ

が問の１つ目でございます。  

 問の２つ目でありますけれども、消費者安全調査会と消費者委員会との役割分担につい

てどのように検討しているかということでございますが、お答えといたしましては、まず、

消費者委員会は内閣府に設置されておると、更に消費者行政全般の監視機能を果たすため

に、主として政策ですとか、制度の是非といった観点から調査、審議をして建議をされる

ものと理解しております。  

 一方、消費者安全調査会の方は、消費者庁に設置されて、科学的に事故の原因を究明す

るという観点から、個別の事故について調査し、勧告をするということでございます。  

 このため、消費者安全調査会の勧告は、あくまでも個別事案の対応に関するものとなり

ます。したがって、両者の役割に重なるところはないと考えておりますけれども、今後、

更に消費者委員会を始め、関係各省とも整理を進めていきたいと思ってございます。  

 以上でございます。  

○河上委員長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見のある方は、

発言をお願いします。いかがでしょうか。  

 山口委員、どうぞ。  

○山口委員長代理 まず、金児さんの方に３点伺いたいんですが、13 の医療機関からの情

報を集めて、非常に有効な分析がなされているわけですが、先ほどの別添２に基づく、例

えば危害情報ですね、これは、医療情報ネットワークによる成果であるということで、広

く公表された事実があるのかどうか。もし、公表されていないとしたら、まさにこういう

情報が入ってきたお陰で、添付２の非常にわかりやすい具体事例が出てきていますので、

こういう情報が集まると、こういうことが消費者庁としても注意喚起できますと、加湿器

による熱傷事故が起こっていますと、こんな事例ですということで公表したら、情報を提

供する側にも励みになると思うんですが、どうなのか。  

 それから、13 医療機関を拡大するつもりはないというお話のようなんですが、マンパワ

ーの関係で、もっと医療機関が、情報提供源が増えると大変かもしれないんだけれども、

できるだけ広く情報を集めるという観点から言うと、できるだけこの 13 の医療機関を拡

大していく方向が望ましいと思うんですが、そこら辺はどういうふうにお考えなのか。  

 ３番目に、実は、消費者委員会で高齢者施設の有料老人ホームの問題について調査した

ときにわかったことなんですが、高齢者施設で、お年寄りが事故に遭った場合には、自治

体に報告する義務があるんですね。この自治体に報告されている高齢者の事故情報が、消

費者庁にどうも集中される体制になっていないようなんです。前回も何回か指摘したと思

うんですが、その高齢者施設における事故情報を自治体に集めて、これは法律上そうなっ

ているんです。それを消費者庁に集める体制ができているのかどうか、一応、３点です。  

 それから、坂田課長には、これは本当に悩ましいところでして、これで機能するのかな
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と、ないよりはましなのかという気持ちと、しかし、これで果たして本当に公平中立かつ

消費者の信頼を勝ち取れる事故消費者安全調査会が実現できるんだろうかという不安とが

ない交ぜになってしまうんですけれども、少なくとも消費者安全課の下に、この事故調査

室の事務局があって、そこが差配しながらというか、事務局的に動きながら非常勤の、消

費者委員会も非常勤ですが、それだけに事務局の重大性を非常に痛感しているわけですが、

非常勤の調査会の委員会が本当に独立して公平中立に機能できるんだろうか。  

 例えば消費者庁が、ちょっと言葉は悪いですけれども、注意喚起を怠っていた、あるい

はやるべきことをやっていなかったがゆえに起こったような消費者事故について、公正中

立にこの事故調査会が勧告なり報告なりできるんだろうか。事務局の意向を抜きに、公平

性、独立性をどう担保するのかというのは、非常に不安に思うんです。そこについてのお

考えをお聞かせいただければと思います。  

○河上委員長 金児企画官、どうぞ。  

○消費者庁金児消費者安全課企画官 御質問ありがとうございます。まず、資料５－４、

別添２も含めて、すみません、説明いたしませんでしたけれども、９月 16 日付で公表さ

せていただいたものでございます。  

 それから、13 の医療機関を拡大するかどうかという件でございますけれども、先ほど御

説明したとおり、 5,000 近く集まっていて、それが十分かどうかという部分があるかもし

れませんけれども、特に子ども関係は、国立生育医療研究センターからたくさんの情報を

いただいておりまして、かなり分析するに足りるだけのものが集まっているのではないか

と考えております。  

 あと、お年寄り関係もこれからためていけば、相当数集まるというふうに考えていると

ころでございます。  

 あと、当然、これを集めるのに費用もかかっているわけでございますので、そういった

費用対効果というものも考えていく必要があるのではないかと考えているところでござい

ます。  

 あと、高齢者施設からの事故情報の収集ですけれども、厚労省に来たものは、うちの方

に、消費者安全法に基づいて来ていると思いますけれども、そういったことは、消費者安

全専門調査会とかでも御指摘いただいたところでございますので、まさに、これからの検

証の中でやっていくものだと思っております。  

○消費者庁坂田消費者安全課長 事故調査機関の関係でありますけれども、御質問の点、

１つは、安全の確保の措置に関しては、消費者庁は隙間の部分に関係しておりますけれど

も、それ以外の大部分は各省庁にあるということでございますので、したがって、各省の

権限の発動を促すということで、対応すべきもの、課題が多いというのが１つあろうかと

思います。  

 もう一つ、実態論として、消費者庁に情報が集約される、一元化されるということで、

それに基づいて消費者庁はさまざまな動きをするわけでありますけれども、そういったラ
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インの近くにあることによって、まさしく熱が伝わるといいましょうか、事故調査機関も

日々アイドリング状態で、いざ事案が起きたときに速やかに立ち上げられるように、雰囲

気を知っていただくというのは非常に重要なことではないかと思っております。  

 そういった点を踏まえて、この８条機関は、審議会でありますので、委員の先生方は独

立してその職権を行使するということになろうかと思いますので、独立・公正な判断をし

ていただけると思っております。  

 以上でございます。  

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。  

 小幡委員、どうぞ。  

○小幡委員 運輸安全委員会という運輸系の事故調査委員会がございますね。ここは常勤

の委員で、非常に独立していて、当然事務局も独立したところになっていますね。今、山

口委員長代理がおっしゃったことですが、体制として、やはり事故調査が専門的に独立し

てなされるというところが、一番消費者にとっても信頼を担保するためには必要ではない

かというところから懸念があるということでございます。  

○河上委員長 御回答等はよろしいですか。  

○小幡委員 はい。  

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。  

○夏目委員 御説明ありがとうございました。今、坂田課長が御説明いただいたところで、

どうして消費者庁の中に消費者安全委員会を設けたのかという御説明があったと思うんで

すけれども、外から見たときに、やはり公正性、科学的知見に基づいてという意味で、や

はり疑念といいますか、果たして実効性がある機関ができるのかというのは、消費者とし

ては大変危惧を持っているのが実際だと思っております。  

 そして、なぜこれが、例えば内閣府ではなく、消費者委員会の中の調査会ではなく、ど

うして消費者庁にあえてというのは、先ほどの御説明では、少し足りなかったような気が

いたしますので、そこのところをもう一度御説明いただきたいのと、それから、実際に、

仮にこの形でやっていくとしましたときに、調査対象は、先ほどの図のところでいきます

と、それぞれの分野は、既に調査をする機関があるわけで、そこのところには入らないと、

重なるので、そうではなくて、緑で図示された部分についてやるんだという御説明でした

ので、そうしますと、この調査会がやるのは、隙間事案だけというふうに受け取れるので

すけれども、その辺についても、そういう理解でよろしいのでしょうか、お願いいたしま

す。  

○消費者庁坂田消費者安全課長 まず、１点目でございますけれども、先ほどもお話をさ

せていただきましたけれども、まず、一旦事故が起きました場合には、当然、消費者庁は

本課も当然動くわけでありますし、更には消費者安全調査会は事故調査の方を担当される

ということで、その両方が車の両輪というわけではないんですけれども、連携しながら進

めていくことが、さまざまな事故調査ないしは措置を進めていくには必要ではないかなと
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いうふうには思っております。そこが独立して別の機関ということになりますと、人的リ

ソースも分散されるということで、いざ力を出そうというときには、十分力が出せなくな

るのではないかなということを、私ども実務的には危惧しているということでございます。 

 もう一つ、調査対象の御指摘でありますけれども、黄色の部分で、何が調査か、評価か

と、どういう場合に調査で、どういう場合で評価かというのは、なかなか区別がし難いわ

けでありますけれども、各省がそれぞれやっている調査が二重にならないように、私ども

重ならないようにするということであって、その調査を踏まえて、更にその結果を踏まえ

て、我々別の視点から必要な調査をするということも当然あると思っておりますし、更に

は、不十分な体制の調査であれば、我々としては、事故の再発の防止の観点から見過ごせ

ないという場合には、それは当然のことながら、我々も事故調査をするということがあり

得ると思っております。  

 したがって、二重にやるというのは、無駄だと思いますし、行政効率上よろしくないわ

けですけれども、そういったところが、全く放っておかれるということではなくて、再発

防止、拡大防止につながるような事故調査がなされているかどうかという判断で対応して

いくということになろうかと思います。  

○河上委員長 大分時間が押してしまいました。この辺で、質疑を終えたいと思います。

どうもありがとうございました。消費者庁さんに対しては、やはり消費者問題に対して、

各省庁に対して横ぐしを刺して司令塔として事故調査に積極的に取り組んでいただくとい

う期待を委員の皆さん持っていらっしゃって、その意味では、補充的にのみ動くのではな

いかとか、中立･公平性をきちんと担保できるのだろうか、とかいろんなことを考えてしま

うところがあったということかもしれません。  

 より一般的な事故の再発拡大を防止するために、場合によっては消費者委員会もこの調

査の結果に対して、あるいは原因の究明された結果や対応策に対しては、やはり一定の言

うべきことは言わせていただかなければいけないだろうなと考えているところでございま

す。  

 まだ、これから法案を策定されていくということでございますので、今後の進捗状況を

見守りたいと思います。  

 本日は、どうも御苦労様でございました。  

 続きまして、もうお疲れかと思いますが、余り時間もございませんので、進めさせてい

ただきますが、住宅に関連する 54、149 番の施策についてですけれども、本日は、関係省

庁として国土交通省においでいただいております。初めにまとめて御説明をいただきまし

て、そのまま、またまとめて質疑を行いたいと思います。  

 それでは、説明をお願いいたします。  

○国土交通省井﨑賃貸住宅対策官 国土交通省住宅局住宅総合整備課の井﨑と申します。

どうぞ、よろしくお願いいたします。  

 私の方からは、お手元の資料７に沿いまして、施策番号の 54 番の現在の実施状況につ
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いて御説明いたします。  

 内容といたしましては、民間賃貸住宅の契約の適正化、また、トラブルの未然防止とい

うことを目的として、国土交通省の方で策定をしております、原状回復をめぐるトラブル

とガイドライン、また、賃貸住宅標準契約書の２つについて、昨今のさまざまな情勢を踏

まえて見直しを行うというものでございます。  

 お手元の資料７－１にございますように、工程表におきましては、原状回復をめぐるト

ラブルとガイドラインについては、昨年度、平成 22 年度中、また、賃貸住宅標準契約書

については、今年度、平成 23 年度中に改訂を行う予定としておりました。  

 見直しの背景でございますが、資料７－２をごらんいただきたいと思いますが、民間賃

貸住宅に関するトラブル、相談というのは、非常に多いということ、また、その中でも特

に敷金、保証金に関するものの割合が高いといった現実がございますので、こういったこ

とをできるだけなくしていきたいということで、見直しを進めておるところでございます。 

 初めに、原状回復ガイドラインについて御説明をいたします。お手元の資料７－３をご

らんいただきたいと思います。  

 この原状回復ガイドラインにつきましては、今年度の８月に公表しております。先ほど

の工程表では昨年度中の公表ということで取組みを進めてまいりましたが、震災等の影響

もありまして、４か月ほど遅れて公表しております。  

 原状回復ガイドライン、こちらにつきましては、当初は平成 10 年に策定しております

が、先ほどのデータでもございましたように、残念ながら、その後も、依然としてかなり

の件数のトラブルが発生しているということでございます。  

 その原因としては、さまざまなものが考えられると思いますが、特に原状回復の問題と

いうのが、一般的に借りた後の退去時の問題ということでとらえられておりまして、当初

の賃貸借の契約の締結時に貸す方、借りる方の双方が原状回復についての条件について、

十分に認識を共有していないというところが、１つトラブルの大きな要因になっているの

ではないかというふうに考えております。  

 このため、今回の改訂におきましては、資料７－３の２．の改訂の概要というところを

ごらんいただきたいと思いますが、（１）の①のところにございますように、契約締結時に

原状回復の条件について双方が確認できるように、新たに契約締結時の契約書に添付する

原状回復の条件というものについて新しく様式を追加しております。  

 また、その下の②のところにございますように、契約段階だけではなくて、退去時の費

用精算時の透明化を図るということで、精算明細書のひな形についても新しく様式として

追加しております。  

 そのほか、今回のガイドラインの見直しでは、同じ資料の裏面にございますように、（３）

のところでございますが、昨今のよくある質問についての Q＆A の追加ですとか、裁判事

例の追加についても行っております。  

 なお、事前にいただいております御質問の中で、このガイドラインの周知についての質
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問をいただいておりました。このガイドラインを策定しました今年の８月の改訂時に記者

発表、それから国土交通省のホームページで掲載をするということは、当然のことといた

しまして、その後、周知についてさまざまな取組みを行っております。  

 具体的に申し上げますと、１つは、大家の方々、それから不動産業者の方々が集まるセ

ミナー、これはすべての都道府県で開催されておりますが、このセミナーにおいて、この

ガイドラインについて周知を行ったり、それから行政書士会、司法書士会と連携をした賃

貸住宅を巡るトラブルに関する相談会や講演会というものを開催しておりますが、そうい

った際に周知を行ったりということで、さまざまな機会を通じて、家を貸す方、借りる方、

双方への周知に努めているところでございます。  

 同じく事前にいただいた御質問の中で、東京都が独自の取組みをしているようだが、そ

れとの関係について御質問をいただいております。  

 こちらにつきましては、今回のガイドラインの見直しに当たって、有識者の方からなる

検討委員会を設置して検討をいただいておりますが、その際に、東京都の担当職員の方に

も入っていただいておりまして、連携をしながら取組みを進めているという状況でござい

ます。  

 以上が、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについての御説明でございます。  

 次に、賃貸住宅標準契約書の見直しについての現在の検討状況でございます。お手元の

資料７－４をごらんいただきたいと思います。  

 ７－４の資料の下の方にございますように、この賃貸住宅標準契約書につきましては、

現在、まさに見直しの検討を進めておるところでございまして、弁護士の方や消費者相談

員の方、また、関係団体の実務経験者等で構成されます検討委員会を設置しております。  

 ９月に第１回目を開催いたしまして、ちょうど、今日、午前中に２回目の委員会を開催

して、検討を進めていただいているところでございます。  

 今後、あと、２、３回の検討委員会を経て、成案がまとまり次第、公表をしていきたい

と考えております。  

 具体的な検討内容、同じく資料７－４の真ん中ほどにございますが、先ほど申し上げま

した原状回復ガイドラインの検討結果を標準契約書に反映させるということと併せまして、

暴力団の排除条項についての追加、また、この資料には記載がございませんが、更新料に

ついても検討していきたいと考えております。  

 更新料につきましては、事前にいただいた御質問の中で、更新料の表示が消費者にわか

りにくいという相談があるけれども、その実態について教えてほしいという御質問をいた

だいておりました。  

 こちらにつきましては、以前の私ども関係機関の調査では、例えば神奈川県では９割、

千葉県では８割と、関東圏では、この更新料を徴収しているところが多いという一方で、

大阪や兵庫では全く徴収していないといったように、かなり地域による偏在が大きくなっ

ているという実態がございます。  
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 この更新料につきましては、わかりにくいという指摘も踏まえまして、国土交通省の取

組みではございませんが、関係団体の方の自主的な取組みとして、賃料に更新料ですとか、

敷引金、礼金を含んだ１か月あたりの、言わば実質賃料をめやす賃料という形で表示する

ような取組みを始めておられまして、こういった取組みの効果についても、私どもの方と

しても注視をしていきたいということで考えております。  

 今回、検討委員会の方で、この更新料について検討しておりますが、先ほども申し上げ

ましたように、地域によってかなりばらつきがあるということで、逆に標準契約書の方に

盛り込むことが果たしていいのかどうかということも含めて、現在、議論をしていただい

ているところでございます。  

 最後に、事前にいただいた御質問の中で、今回の震災に関連して、消費者と大家の方で

賃料を巡るトラブルがあるんではないかといったことについて、国土交通省で把握してい

る問題があれば、披露していただきたいということをいただいておりました。  

 ただ、今回の震災時のトラブルについて、現時点できちんとした形で調査を行ったとい

うことは、まだございません。ただ、当方で把握している相談事例として、例えば地震に

よって家具が転倒したんだけれども、そのことでフローリングが傷ついてしまったときに、

その修繕費用の負担方法ですとか、震災により建物が損壊した場合で、賃貸人が修繕を行

ってくれなかったと、こういったときに、契約どおりに住宅を使えないので、賃料の減額

請求はできないのかと、こういった質問、相談が寄せられているというようなことはござ

います。  

 この震災時の危険負担の問題につきましても、先ほど申し上げました標準契約書の検討

委員会で議論するということになっておりますので、この委員会での議論も踏まえて検討

していきたいということで考えおります。  

 施策番号 54 番についての説明は、以上でございます。  

○国土交通省橋本住宅生産課長 国土交通省の住宅生産課長の橋本でございます。よろし

くお願いいたします。  

 施策番号、 149 番の省エネについて御説明申し上げます。まず、資料８をごらんいただ

きたいと思いますが、省エネの施策につきましては、大まかに言って規制と誘導、２種類

ございまして、特に規制につきましては、資料８の４ページをごらんいただきたいんです

が、現在、省エネ法で一定規模以上の建築物を新築または大規模改修する場合には、省エ

ネの措置について届出をして、この内容が著しく不十分な場合には、勧告等の一定の規制

は行っておるところでございます。ただ、これはあくまで著しく不十分な場合にのみ指示

あるいは勧告が行われるものでございまして、すべて、現在の例えば省エネ基準に適合し

なければ建築できないという規制には、現在はなっておりません。  

 それから、支援については、８ページの下の方に支援策を小さく書いてございますが、

一番わかりやすい最近の事例では、住宅エコポイントの制度がございます。住宅エコポイ

ントにつきましては、新築、省エネ基準を満たしたもの、あるいは木造以外は、トップラ
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ンナー基準といって、現行の省エネ基準より、更に１割エネルギー消費量を削減するもの

について、30 万ポイント付与するものでございますが、このエコポイント制度をやりまし

たお陰で、従前の省エネ基準適合率が１、２割だったのが、昨年の例で見ますと、５、６

割まで上がっております。１戸当たり 30 万円にしては、効果は上がったと思っておりま

すが、これ以上、更に省エネ基準適合率を上げるには、やはり支援だけではもう限界だろ

うと思っておりまして、規制を発動する必要があろうと思っております。  

 それで、８ページの上の方でございますが、現在、経済産業省、環境省と一緒に赤字で

書いておりますが、低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議というのを設置して、

2020 年までにすべての新築、建築物に省エネを義務化するための工程表というのを、現在、

作成中でございます。本来ならば、今年の６月ぐらいまでにまとめるということでござい

まして、ちょっと震災の影響で遅れておりますが、年内には方針をまとめて、最終的には

2020 年には省エネ基準を満たさない建築物は建築確認が下りないという状況まで持ち込

みたいと思っております。  

 ただし、現在でも、大手のゼネコンとか、大手ハウスメーカーは、既に 100％省エネ基

準を満たした住宅を供給しておりますが、大工、工務店さんは、やはり１割に足りており

ません。日本全国大手ハウスメーカーが供給しているわけではなくて、大手ハウスメーカ

ーは都市部しか対象にしませんので、そうすると、地方部の大工、工務店さんが引き続き、

伝統的な在来木造の家を建てているところでも、ちゃんと省エネ基準を満たした住宅がで

きるためには、やはり大工、工務店に対する技能講習とか、技術取得に対して、積極的に

政策的な支援を行う必要があると思っておりまして、この住まいと住まい方推進会議の中

で、今後、例えば５年間程度集中的に、そういう技能取得をしていただいた上で、規制を

導入するということで、今後、方針を立てたいと思っております。  

 以上が、まず、基本的な考え方と、それからいただいた質問の１番目のお答えでござい

ます。消費者の方が住宅の省エネ制度についてどのように知ることができるのかと、大ま

かに言いたいと思います。  

 １つは、資料８の９ページの住宅性能表示制度でございます。これは、御承知かと思い

ますが、第三者機関が住宅の性能評価をして、住宅性能評価書という形で消費者にお渡し

をするというものでございます。  

 現在、新築住宅の約 20％強、24％くらいがこの性能表示を受けていただいておりまして、

この性能表示の中には、当然省エネ性能についても全く何もしていない等級１から、現行

の省エネ基準を満たしている等級４まで、それぞれのランクを付けて消費者の方にごらん

をいただくことは可能でございます。  

 それから、もう一つ、資料８の 10 ページ目でございます。住宅省エネラベルという制

度がございます。  

 これは、省エネ法の中で、家電製品とかの省エネ制度のラベリングと同じでございまし

て、自己認証も認めておりますし、第三者認証もございますが、住宅事業建築主の、いわ
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ゆる分譲住宅を供給する人が、しかも年間に 150 戸以上供給する人が、トップランナー基

準という、現行の省エネ基準より、更に１割エネルギー消費量を満たした住宅である場合

に、この表示ができるという規定を置いているところでございます。  

 普及状況ということで御質問いただいておりますが、大体対象になる住宅の 15％程度、

昨年 22 年度の実績でいうと、 6,000 戸程度が、このラベリングを使っております。  

 ラベリングは、先ほど申し上げましたように、自己認証と第三者認証と両方可能でござ

いますが、ほとんどが第三者認証にいっております。建築物登録調査機関という大臣が登

録を受け付ける機関が行っております。  

 ただ、不正が起こる余地はないのかという御質問をいただいております。これは、当然

登録をされている機関は、虚偽の評価をしたりすれば、罰則が課されるわけでございます。

その範囲内で適正に業務を行っておるとは思っております。そういうことと、現在までに

そういう問題が起きたということは承知しておりません。  

 ただ、任意の制度でございますので、消費者の方がすべからく住宅の省エネ制度をお知

りいただく状況になっていないというのは事実でございます。  

 もう一つ、今回の震災で、特に省エネ性能というのは、高く言われるようになりました。

現在の日本の省エネ基準は、例えば住宅でいうと、天井のグラスウールは 100 ミリとか壁

は 150 ミリとか、いわゆる仕様規定で決めております。  

 これと、太陽光発電で３キロワットというのを差し引きすることは不可能でございます。

ところが、EU なんかを見ますと、標準的な備え方をした場合に、そのおうちで使うエネ

ルギー消費量は、例えば何キロワットだという表示をすることを義務づけている例もござ

いまして、我が国においても、一次エネルギー消費量換算の表示に切り替えていって、そ

うしますと、再生可能エネルギーの利用と差し引きが簡単にできるようになるということ

で、恐らく省エネ基準の義務化の前に、まず、省エネ基準自体を一次エネルギー消費量換

算にして、その表示も標準化をする、義務づけをするか、任意にするかは、ちょっと法制

上の検討の余地があると思います。そういう形で持ち込んだ上で、消費者の方にわかりや

すく表示できる仕組みを整えて義務化にいきたいと思っております。  

 早ければ、来年の通常国会には、省エネ法の改正について出せるかどうか、現在、検討

中でございます。詳細について、ちょっとまだ決まっておりませんが、また、消費者委員

会の御指導もいただきながら、適正に取り組めるように進んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。  

○国土交通省今村企画専門官 補足的にでございますけれども、建築指導課の今村と申し

ます。  

 住宅の製品・設備の設置を巡る問題発生の状況はどうかという御質問でございますが、

住宅の省エネの製品・設備の設置につきましては、偽装問題とか、そういったような悪質

な事例という意味では承知しておりません。  

 関連としましては、３月に東日本大震災が起こりましたけれども、その際に、夜間電力
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を利用した電気温水器とか、ヒートポンプ給湯器、いわゆるエコキュートのような住宅に

設置されます給湯器の貯湯タンクですね、それが倒れたりするという相談が国民生活セン

ターの方に 100 件近く寄せられまして、同センターの方から７月 21 日付で報道発表がな

されているところでございます。  

 転倒した原因としまして、ちゃんとアンカーボルト等で固定しなければいけないところ、

それがされていなかったとか、またはアンカーボルトはありましたけれども、その径や埋

め込み深さが不足していたと、そういったような事例が見受けられました。  

 そういったことを受けまして、９月７日付で、国土交通省から都道府県に対しまして、

電気給湯器等の転倒防止について通知を出しまして、その中で転倒防止の考え方について

周知を行ったところでございます。  

 また、この件につきましては、マンション関係団体とか、電気給湯器等のメーカー団体

にも周知を行っているところでございます。  

 関連しまして、Ｑ６としまして、耐震関係のことについても同様の問題が発生していな

いかという御質問でございますが、例えば耐震関係としましては、免震装置とか、制震装

置とか、そういったことが考えられるかと思いますけれども、特に問題が発生していると

いう話は伺っておりません。  

 以上でございます。  

○河上委員長 どうもありがとうございました。かなり時間が押しておりますが、15 分ぐ

らいの延長は可能ですか。すみませんが、それでは、短い時間ですけれども、御質問があ

りましたら、お願いいたします。  

 小幡委員、どうぞ。  

○小幡委員 省エネの話で、東日本大震災があってから、やはり太陽光、屋根をパネルに

すると、消費者の方が、既存住宅でもそういう選択をされる方も多くて、その場合は、費

用と効果の関係が一体どうなのかというのは、なかなか悩ましいというか、よくわからな

いというような状況だと思うのですね。  

 そういうこともあってお聞きしたのですが、少なくとも、今の省エネは、おっしゃった

ように、必ずしも太陽光の差し引きがやられていないということであれば、是非、それを

進めていただきたいと思います。  

 この省エネラベルですが、今の省エネラベルは、そういう太陽光とか、電力消費そのも

のではないということでしたけれども、建築主が自らの自己評価、これは建売住宅などを

建てる方が自己評価する、そういうことですか。  

○国土交通省橋本住宅生産課長 さようでございます。  

○小幡委員 この図で同じ省エネラベルのマークなので、消費者にとっては、多分第三者

評価の方がより信頼性が大きいように思われるのですが、何か似たような感じに見えると

いう問題点はありませんか。  

○国土交通省橋本住宅生産課長 大変わかりにくいんですが、実は、この省エネラベルを
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張れる基準というのは、トップランナー基準と言っておりまして、実は、このトップラン

ナー基準というのは、一次エネルギー消費量換算でやって、なおかつ太陽光なんかを差し

引き、非常にそういう意味では、最も理想に近い形でやっていて、やろうと思うと、専門

の調査機関か、大手ハウスメーカーでないと、現在のところできないんです。そういう意

味では、余りごまかしが効かないというか、大手しかできないようなものなんですが、な

おかつ、先ほど申し上げましたとおり、ほとんど第三者機関で評価をして、今のところは

ラベルは張られているので、そういう意味では、自己評価でも第三者評価でも、実は余り

変わりはないような気がするんです。  

 もう一つは、省エネ法の 86 条は、住宅建築物だけではなくて、家電なんかも全部ラベ

ル入りの制度を設けていて、家電なんかは、例えば JIS 基準は設けるけれども、実際の認

証は、自己認証でやられているという例もあったりして、その横並びがあって、どうも自

己認証というのを設けて、立法の経緯で設けたんだと、私どもは理解をしております。  

○河上委員長 よろしいですか。いろいろお聞きしたいところは、まだあるのですけれど

も、大分時間が来ていますので、今日はここで、また改めてもし必要であれば、お願いし

たいと思います。  

 国土交通省さんにおかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、誠にあ

りがとうございました。  

 続きまして、最後になりますが、旅行業に関連する 59 番の施策についてでございます。

本日は、関係省庁として観光庁においでいただいております。  

 それでは、説明をお願いいたします。  

○観光庁鶴田観光産業課長 観光庁の観光産業課長をしております鶴田と申します。よろ

しくお願いします。  

 施策番号の 59 番、最後の項目でございます。資料９をごらんいただければと思います。  

 私どもが所管しています旅行業法は、その旅行業につきまして、左側にございますよう

な取引条件の説明義務ですとか、書面の交付といったような行為規制をかけるとともに、

併せて広告の表示事項の適正化等を行っておりますが、それから、今回の議題と直接では

ないかもしれませんけれども、一番左下にございますように、旅行業者が倒産した場合に

備えまして、旅行業の営業をする際の登録の要件として、営業保証金の供託、または業界

の互助制度的な代替措置として、弁済業務保証金の供託といった、一定のお金をあらかじ

め供託しておいて、倒産した場合でも利用者、お客様になるべくスムーズに返金がなされ

るようにといったようなことを義務づけて、これをしないと、旅行業を営めないという規

制をしてございます。  

 これらの義務の遵守状況につきましては、立入検査などを行いまして、パンフレットの

記載ですとか、取引条件の説明や書面の交付状況などを確認して、消費者保護が図られて

いるかというのを点検してございます。  

 御指摘いただきました、インターネットによる旅行取引の増大への対応につきましては、
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主に右上にございますように、旅行業者に対する要請等を通じて適正化を図っておりまし

て、具体的には、平成 19 年になりますけれども、インターネット取引を利用する旅行業

務に関する取扱いについての通達をいたしまして、それと並行して業界団体におけるガイ

ドラインの策定に協力してきてございます。  

 消費者からの苦情につきましては、旅行業法で旅行業協会が苦情処理業務も実施すると

いうのが法定されておりまして、ここにおきまして適切に対応されていると考えておりま

す。  

 特に、JATA、日本旅行業協会におきましては、消費者相談室を設置しまして、旅行会社

と交渉する上でのアドバイスを行ったり、それから紛争解決のあっせんを行ったりといっ

たようなことを行っております。  

 更に、右下でございますが、これは業界としての取組みということでございますが、パ

ンフレットの作成などを通じて、旅行取引を行う際の注意すべきポイントというのを普及

啓発に努めてございます。  

 それから、事前にお寄せいただきました御質問について、個々にお答えしたいと思いま

す。  

 まず、第１点目として、インターネットによる旅行契約を巡る具体的問題の発生状況と

対応についてということでございますが、まず、インターネット取引に関しましては、契

約の相手方が利用者から見ると、相手方が、そもそも旅行業者なのかどうかと、登録を受

けている業者かというのが不明であるということですとか、それから旅行業者ですと、取

引条件の書面の交付というようなことが義務づけられていますが、そういうのが未確認の

ままで契約の手続が進んでいってしまうということですとか、契約がいつの段階で成立し

たのかが不明だといったような、いわゆる営業所に行って、窓口で取引をする場合とは、

異なった相談というのが寄せられているというふうに理解しております。  

 これらについては、旅行業者に対しまして、営業所と同様、ウェブサイト上で旅行業者

であることを示すということ、また、取引条件の説明については、そのサイト上で条件の

書面が画面に表れて、それを了承するという、アイコンをクリックするというような、そ

ういう手順を、その手続の中に入れるようにといったことですとか、それから、旅行業者

側で内容を誤って入力するというようなことを防止するために、入力内容の確認のページ

が１回表れるようにするといったことを、先ほど申し上げました通達の中で盛り込んでお

ります。  

 これも今となっては当たり前に大分なってきている感はありますけれども、当時インタ

ーネット取引が盛んになり始めたころは、なかなかそれが未確立でそれを巡るトラブルが

多々あったということで、それを具体的な手順を課して、それを実際にウェブサイトに盛

り込んでいただくというようなことをやってございます。  

 ２点目といたしまして、外国から日本に来られた旅行客、それから日本から海外に出か

けられている旅行客についてのトラブルの発生状況と対応についてということですが、ま
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ず、日本人旅行者が海外でということでございますと、トラブルの内容としましては、実

際に宿泊するホテルが契約時に希望していたものと違うといったようなサービス内容の相

違という苦情が多いと聞いてございます。  

 これは、旅行業に関する規制の一環としまして、約款、旅行業に限ったことではござい

ませんけれども、約款を提示して契約するというのを義務づけてありますが、実際、旅行

業者も中小規模のところが多うございますので、それの代替措置としまして、標準約款を

行政側で用意して、それを実際の取引で使う場合には、個々の認可を受けなくていいよと

いう制度にしてございますが、その標準約款の中で、一定の旅程保証も盛り込んでおりま

して、ホテルが異なった場合は、旅行代金の何パーセントとか、また、イベントのキャン

セルがあったりした場合には、何パーセントというような変更保証金が支払われるという

仕組みにしてございまして、これで対応が行われると考えてございます。  

 一方、外国人旅行者が日本でということですけれども、これは非常に原則的なことを申

し上げますと、それぞれの国の自国民保護ということになってしまうのかもしれませんけ

れども、一方で、我々はインバウンドを促進するというのを重点的に進めてございますの

で、観光案内所、いわゆるツーリストインフォメーションを設けて対応してございます。  

 これは、事案の性質によってですけれども、そこで苦情の対応に当たる場合もあります

し、または警察に相談するように助言するような場合も、内容によってはあると聞いてお

ります。  

 一方、旅行業という目から見ますと、日本の旅行業者が外国人が日本に来るような商品

を大量に売って、そういう形で外国のお客様が入ってくるということであれば、旅行業者

を通じていろいろ支援もできるんですけれども、実際、まだ、営業力という面で、日本の

旅行業者は、日本人を外国に連れていったり、国内旅行をしてもらったりというところが

メインで、これは各国の旅行業者それぞれそうでございますけれども、外国の方に日本に

来ていただくというための市場開拓というのは、業界全体として、今後の課題かなと考え

てございます。  

 ３点目としまして、長期滞在者に関してでございますが、これは、留学等あっせん事業

者につきましては、海外の大学、学校との仲介業務を行う事業者ですとか、それと併せて

旅行業の登録をして、旅行業務として留学サービスを実施するという事業者もございます

し、さまざまな形態がございます。  

 平成 20 年になりますけれども、留学のあっせん事業者で、ゲートウェイ 21 というのが

倒産して、申し込みをした多数の方が留学できないと、お金が返ってこないという事態が

発生いたしました。  

 この場合は、たまたまといいますか、旅行業者でもあったものですから、航空券の手配

ですとか、そういういわゆる旅行業として対象にしている旅行契約の部分につきましては、

先ほど冒頭申し上げた営業保証金でもって弁済を受けるというのが可能になってございま

す。ただ、学校に対する入学金や授業料といったところは、旅行業法で保護する範囲の対
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象外にはなってございます。  

 この件を契機といたしまして、消費者庁さんを中心に関係省庁が連携して、留学のあっ

せん事業者の問題に対応するという動きになって、現在に至っていると理解してございま

す。  

 我々も旅行業ということで、関与できることがございましたら、積極的に適切に対応し

ていきたいと思っております。  

 逆に、先ほどと似たような構図ですが、外国の方が日本で長期滞在されるというのも、

送り出し側の国の方での取引の一環として来られるというのが大半ですので、実態が必ず

しも把握できていない部分でございます。  

 ４点目で、高速ツアーバスの問題ですけれども、これは、御指摘いただいていますよう

に、消費者側から見ると、いわゆる高速バスですね、乗り合いのバスと実質的に同じよう

なサービスでございますので、これは旅行商品だと、要するにパッケージツアーなんだと

いう認識は持ちにくいと。  

 その結果、いわゆる高速バスですと、キャンセル料というのは、ほとんどかからないわ

けですけれども、パックツアーということになると、例えば１週間前から３割キャンセル

料が発生するとか、当日だと半分とか、そういうことで、そこに大きな差があるというの

が事前に気づきにくいという問題ですとか、それから停留所の設置義務が、ツアーバスの

場合はないものですから、利用者の利便とか安全性の確保という意味で不十分だという問

題が指摘されてございます。  

 国土交通省では、このバス事業の在り方検討会を開催しまして、６月に中間報告をまと

めたところでございますが、ここにおきましても、安全性や適切な乗降場所の確保等の課

題を解消するため、いわゆる新たな高速乗り合いバス規制というのを導入して、これを着

実にそちらの方に移行していけるようにという、そういった検討を進めろということが示

されてございますので、これは、自動車局が中心に進める検討になろうかと思いますが、

それにしっかりと協力していきたいと考えてございます。  

 ５点目としまして、添乗員の労働条件に、言わばしわ寄せをして、安売りの商品が増え

て、安いのはいいんだけれども、そういう添乗員の労働条件が過酷になっているんじゃな

いかという問題ですけれども、これもなかなか悩ましいのが、一方で民間の自由な取引を

阻害しないようにという大きな命題がある中で、その中でも旅行業につきましては、いろ

いろ特有の消費者保護を図るための規制というのを法律で設けていただいていますので、

その範囲内でどういうことができるかということでございますが、その両方の要請の調和

の中で、何ができるかということかと思っております。  

 我々としては、旅行業の目的の観点から対応できるような事案というのがあるようでし

たら、適切に対応していきたいと考えてございます。  

 ６点目といたしまして、余納金のこげつきへの対応としてでございますが、これも御指

摘いただいています弁済業務保証金、これは旅行業協会に、この制度に乗りますと、通常
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の供託をして営業保証金ということでありますと、自分が倒産したときに備えて供託する

だけですけれども、この弁済業務保証金といいますのは、業界団体としての互助制度とし

まして、１人当たり、１旅行業者当たりの供託金は下げる代わりに、一旦倒産なんかが発

生した場合に、この同じ制度に乗っている同業者同士が連帯して一定の額までは債務を負

うという形で、個々の旅行業者への負担を少なく、つまり参入をしやすくする一方で、消

費者保護の水準は下げないというような仕組みになってございます。  

 それから、ボンド保証金、それは更に、先ほどの業務は法定もされておりますが、その

更に上乗せとして、業界独自で取り組んでいるものにつきましても、この協会が作成して

いますパンフレットやホームページ、それから観光庁においてもホームページにおいて情

報提供を行ってございます。こういったことで、消費者に適切に周知されているものと理

解しております。  

 最後に７点目ですが、海外で日本の旅行者が事故に遭った場合の訴訟遂行などについて

の支援でございます。これは、オーストリアのケーブルカー火災、御指摘をいただいてお

りますが、これも非常に煎じ詰めてしまうと、旅行者と事故を起こした民間事業者の間の

民事上の問題ということになってしまう部分もございますけれども、我々としましては、

先ほど申し上げた標準約款の中に、特別補償制度というのを設けておりまして、これは海

外でお亡くなりになったり、または後遺症が残るような障害を受けた場合には、一定額が

給付されると、ケーブルカー会社との間で賠償がなされるか、なされないかにかかわらず、

なされた場合であっても一定額は給付されるというものも用意してございます。  

 それから、海外旅行保険の加入促進というのも業界を通じて進めていって、引き続き、

消費者の保護を図っていきたいと考えてございます。  

 以上でございます。  

○河上委員長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見のある方は、

御発言をお願いします。  

 １つだけ、私の方からうかがいますけれども、御承知のように、EU で域内の統合が行

われて、観光客が国と国の間をどんどん自由に行き来するようになって、その結果として、

各国での救済のレベルがばらばらにならないようにということで、結局、法の統一まで話

が進んでいったというのは、有名な話ですが、現在、日本ではアジアからの観光客は随分

増えていますし、日本からアジアにでかけていくという人も増えています。  

 そのときに、お互いの経済力といいますか、物価ですとかがうんと違っていて、それぞ

れが救済の内容や消費者の権利のアンバランスになってくる可能性が出てくると、どうし

ても域内でのある程度のハーモナイゼーションといいますか、調整作業というのは必要に

なるんではないかという気がいたします。そういうことに関して、観光庁の中では何か議

論はなさっているんでしょうか。  

○観光庁鶴田観光産業課長 今、委員長もおっしゃいましたように、EU ですと、もとも

との共通の素地があるというか、その度合いが高い事情があるかと思います。もともとの
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そういう土壌と、かつ、基準なり規制のハーモナイゼーションについて、より大きなうね

りの中の一環として非常に検討されやすいという事情があって、これは本当にある意味、

うらやましい環境とも言えるわけですけれども、そういった中で、それと同じ熟度までの

検討というのは、なされていないというのが実態ではあります。目下の取組みとしては、

できる既存の手法をできる限り拡大して、インバウンドは急速に市場が拡大しており、ア

ウトバウンドは拡大というか、高いところで安定していますので、十分な保護がなされる

ようにというのが、目先の話としてはあると思いますが、将来的に、これは近隣諸国との

経済状況の格差とか、そういうものもまた見ながら、重要な視点として、しっかり心にと

めておきたいと思っております。  

○山口委員長代理 今、委員長が言ったことと関係するんですけれども、特に中国、韓国、

日本、更には台湾やシンガポール等から日本に来る人も増えていますし、日本から行く人

も増えていますね。そうなると、各国の観光庁的な役所の横の連携ですね、業者間は嫌で

も連携せざるを得ない部分はあると思うんですが、いわゆる納得できる旅行をしていただ

くための、安心して海外旅行、特に今、お話ししたような東アジア諸国の市民の皆さんが

安心して旅行できるような、そういうシステムづくりの意識的な努力というのは、必要だ

と思うんですが、そこら辺が、特に近隣、３か国、４か国だけでも、どういう動きになっ

ているのか。  

 もう一つ、実はホテルなどは、ほとんど海外から宿泊できる人が、海外の在住者がイン

ターネットのネットワークがあって、そこでどこのホテルが幾らだとか、いろんな情報を

仕入れて、ネットワークで大体予約しているというのが実情だと私は把握しているんです

が、そこら辺のホテルの予約システムですね、これも完全に、だからインターナショナル

ですよ、そこら辺の、これは法律規制どうのこうのではなくて、顧客サービスに尽きると

思うんですが、そこら辺、どう確実にダブルブッキングや、あるいはうその表示がないよ

うに、諸外国のそこら辺の担当局と連携しながら、安心したホテル予約、ホテル利用がで

きるようなシステムができるのか、これは、先ほど新幹線の問題も何もお答えにならなか

ったですが、新幹線の予約なんかも非常にし勝手が悪いということも含めて、そこら辺の

努力を意識的にするのが観光庁の仕事じゃないかと思うんですが、是非、そこら辺、今ど

うなのかと簡単にお答えいただくと同時に、どう努力するかのところもお願いしたいんで

すが。  

○観光庁鶴田観光産業課長 ありがとうございます。まず、政府間の協力ということで言

いますと、日本の観光政策の特色として、インバウンドだけではなくて、アウトバウンド

も進めるというのがございます。インバウンドは、皆さんどこの国も、ほかの国からお客

さんにいっぱい来てもらって、経済の活性化に寄与ということで進めているわけですけれ

ども、日本は同時に交流人口の拡大ということで、送り出す側も進めていこうということ

で、これは政府間で話をするときに、非常に、まだ間口の話かもしれませんが、入って行

きやすい、食い込んで行きやすいという特色はございます。だから、そういった特色も生
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かして、あと、近隣諸国との間では、いろんなチャンネルも、一部確立し始めているもの

もございますので、そういった中で、御指摘のあったような視点というのも、しっかりと

検討していけたらいいんでないかと、今、認識を新たにしてございます。  

 その際、御指摘のあった顧客サービスの一環としてというのは、まさに御指摘のとおり

ですので、これまでの取組み、まだまだ不十分で、これは力強く激励をいただいたという

ふうに理解して、前向きに考えていきたいと思います。  

○河上委員長 消費者トラブルが発生した場合に備えて、海外の観光官庁とも十分に連携

しながら作業を進めていっていただけたらありがたいと思います。  

 観光庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきましてありがとうござい

ました。  

○観光庁鶴田観光産業課長 ありがとうございました。  

 

 

 

≪４．閉 会≫ 

 

○河上委員長 予定より大分時間をオーバーしてしまいましたけれども、本日の審議は、

これですべて終了いたしました。  

 事務局の方から、今後の予定等についての説明をお願いいたします。  

○原事務局長 長時間にわたりお疲れ様でございました。次回の委員会につきましては、

10 月 27 日木曜日の 14 時からを予定しております。議題としては、引き続き消費者基本

計画の検証・評価・監視にかかる関係省庁ヒアリングを予定しておりまして、地方消費者

行政、それから IT 情報通信に関連する施策をヒアリングしたいと思っております。  

 事務局からは、以上です。  

○河上委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、

お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。  
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